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序 章 
 

第 1節 研究背景と問題意識 

 

中国経済の急成長によって国民の生活水準や消費水準が向上するにつれ，加工食品の

消費も増加の一途をたどっている。このような状況下で，食品加工業界は変化を遂げて

おり，特に青果物食品加工企業の数は2010年の129,610社から2019年には721,104社へと

飛躍的に増加している1。青果物食品加工企業の増加に伴い，原料の調達は企業経営に

おける最重要課題となっている2。 

加工企業が原料を調達する上で，品質保証，安定供給，価格安定は重要な要素である。

これらの要素を効果的に管理することは，企業が競争力を維持し，持続的な成長を実現

するためには不可欠である。特に，青果物食品加工企業は，生鮮原料の特性や季節変動

に対応する必要があり，独自の調達方法や調達経路を構築する必要がある。 

2010年代初頭から，中国では農民の所得向上を目的に，農民と直接契約取引を行って

いる食品加工企業に対する政府が補助金や法人税減免等の優遇政策が実施されている3。

こうした優遇政策の実施と取引件数の増加は顕著である。全国で契約を行う青果物食品

加工企業の数は，2000年の612社から2019年の21,221社に増加している4。 

一方，2018年の第四次全国経済センサスの結果によると，中小規模青果物食品加工企

業の数は全国の青果物食品加工企業の数の90.0%以上を占め，税収額は全国の税収額の

50.0%以上を占めている。中小規模青果物食品加工企業はすでに中国の経済発展におい

て最も活力ある経済主体となっている5。したがって，中小規模青果物食品加工企業の

原料調達に注目することが不可欠である。 

 

1 中国食品工業協会（2019） 

2 緩鹿・清水（2016） 

3 中国国家税務総局(2015) 

4 中国国家統計局(2019） 

5 張競強，包月陰(2019） 
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しかし，中国では原料を契約する青果物食品加工企業数が増加している一方で，契約

する中小規模青果物食品加工企業の数は2000年の338社から2010年の3,241社に増加し

た後，中小規模青果物食品加工企業（青果物以外も含む）の定義が拡大されたにもかか

わらず6，2019年には3,013社に減少している7。 

中国政府が契約取引を促進する優遇政策を実施し，契約取引の総数が増加しているに

もかかわらず，中小規模果物食品加工企業の数は減少している。 

  

 
6 中国国家統計局（2017）によれば， 2010 年までの中小規模青果物食品加工企業の定義は年間

売上 30,000 万元以下または固定資産 40,000 万元以下であったが，2011 年以降は年間売上 300

万元～40,000 万元かつ労働者 20～1,000 人に拡大した。 
7 中国国家統計局(2019） 
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第 2節 先行研究の整理 

 

本節では、まず中国の中小規模青果物食品加工企業における原料の調達経路に関する

研究を整理し，次に食品加工企業における原料の契約取引に関する研究を整理する。 

 

1 食品加工企業における原料調達に関する先行研究 

中国における食品加工企業の原材料調達に関する先行研究は多岐にわたり，直営農場，

合作社や農産物協会からの原料調達，卸売市場とのスポット取引やセリ，契約取引など

多様な調達方法が挙げられている8。 

例えば，直営農場からの原料調達に関する代表的な先行研究として，張雁（2005）は，

加工企業が直営農場を設立することで，原料の品質を最も厳格に管理し，原料を最も安

定的に供給することができると指摘している。また，唐良（2018）は，渠県の龍頭加工

企業を事例に，企業が自社農場を設立することで，より効率的に原料を調達できると指

摘している。。 

また，合作社や農産物協会からの原料調達に関する代表的な先行研究として，李（2006）

は，「小麦の産業化」の先進的地域である河南省延津県の事例を取り上げ，企業が小麦

協会を仲介として原料を調達することで，原料の調達量の確保と品質向上を図っている

ことを指摘している。加えて，Luan (2016)は山東省龍口地域の春雨加工企業を対象に，

合作社から原料を調達することで，原料の量の確保や品質の向上とともに，産地直接投

資の潜在的な問題（高額投資，長い投資回収期間，農業利権をめぐる過度な紛争など）

を回避できると指摘した。一方，陳祖国・于广宁 （2020）によれば，龍頭企業である雪

川農業発展有限公司が地元の合作社から原料を購入する目的は，地元農業を復興させ，

地域経済を活性化させることにあると指摘した。これらの研究から共通して示唆される

のは，合作社や農産物協会と連携することで，龍頭企業にとっては持続可能な事業運営

 

8 緩鹿・清水（2016） 
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や地域社会への積極的な影響につながるということである。しかし，中小規模加工企業

については，合作社や協会から原料を調達しているかどうかは明らかではない。 

さらに，卸売市場とのスポット取引に関する代表的な先行研究として，黄灏然ら（2008）

は，安徽省内の食品加工企業が卸売市場から原料を調達することで，原料の品種を増や

し，取引コストを削減できると指摘している。また。谭涛（2004）は，2県の食品加工

企業を事例に，卸売市場から原料を調達することで，原料調達の効率が向上し，単価の

透明性が高まると指摘した。しかし，どのような加工企業が卸売市場から原料を調達し

ているのか，卸売市場から原料を調達することで原料の安定供給や同品質が確保されて

いるのか，は不明である。 

しかし近年は，加工品の需要拡大に対応するため，原料の契約取引を導入する食品加

工企業が増加している9。また，中国政府は契約取引を進展させており，原料の契約取引

に関する研究が増加している。次からは，食品加工企業における原料の契約取引に関す

る研究を整理する。 

 

2 食品加工企業における原料契約取引の選択理由に関する研究 

まず，石(2000)は中国農業産業の発展過程の分析に基づき，原料の契約取引は取引の

効率化，価格リスクの軽減による生産農家の所得向上，地域農業の振興を目的としてい

たと述べている。その後，MacDonald et al. (2004)も，食品加工企業が原料の契約取引

を選択する主な理由として， 「売上の向上」，「リスクの軽減または分担」を挙げている。 

また，Chen et al. (2009) と申万華ら（2016）は，中国の食品加工企業における原料調

達の契約取引の有無を比較することで，契約取引によって原料の品質が向上し，不良品

の発生率が低下することで，加工業者による再加工や廃棄が削減することを明らかにし

た。しかし，寳剱(2003)によれば，契約取引の制度的基盤が未発達であり，農業技術の

劣る零細生産農家が数多い中国では，龍頭企業が農家との契約を実施するためには，技

 

9 中国食品工業協会（2019） 

https://xueshu.baidu.com/usercenter/data/author?cmd=authoruri&wd=authoruri%3A%28eb2bf37a9e02e61b%29%20author%3A%28%E9%BB%84%E7%81%8F%E7%84%B6%29%20
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術普及や契約履行，労働監視など多くのコストを負担しなければならず，その結果，売

上が減少している。契約取引においては，売上の改善・減少が依然として課題である。 

一方，農産物は，天候の変化等による収量リスクと販売価格・生産資材の価格変動と

いうリスクが存在する。山田（2013）は，山東省のリンゴ果汁加工の龍頭企業を例に，

農家と契約取引している企業は，天候の変化などで収穫量が不足した場合，リンゴの調

達量が不足するリスクを軽減できると指摘した。その後，王光明ら（2018）と周素萍ら

（2021）は，契約取引の締結方法が多様であり，リスクは龍頭企業と農家の両方が共有

すると指摘している。 

他方，近年の研究では，食品加工企業にとっての契約取引の効果として，原料の品質

や安全性の向上，原料の安定調達などが挙げられており，これらも食品加工企業が原料

の契約取引を選択する理由となっている。例えば，渡辺(2009)は中国豚肉産業に注目し，

豚肉加工企業の担当者へのアンケート調査から，企業が中間業者を経由せず農家と直接

契約する場合，原料の安全性が高く，品質管理も容易であると指摘した。トルソン・津

谷(2009)は，新彊ウイグル自冶区のトマト加工龍頭企業を事例に，販売戦略と生産農家

との関係に注目し，契約取引の役割を明らかにした。龍頭企業は品質の均一化を図るた

めに，苗，肥料，農薬などの生産資材を提供し，技術員を派遣している。龍頭企業は生

産農家と価格契約を結び，実際の作業は全農家が一律に行うことで，播種時期など契約

の履行を容易にしている。このため，単収が高く，生産量のばらつきが小さく，原料供

給も安定している。 

これまでの研究では，龍頭企業に焦点が当てられてきた。さらに，これらの研究結果

は，多くの加工企業が契約取引からメリットを得ることを示唆している。しかし，中小

規模加工企業が契約取引からメリットを得られるかどうかは不明である。 

中国の食品加工企業における原料の契約取引の発展を理解するためには，加工企業の

原料調達状況の把握に加え，農業生産者の視点から契約取引の必要性や販売経路の安定

性について検討する必要がある。次からは，農業生産者による原料の契約取引に関する

研究を整理する。 
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3 農業生産者における原料契約取引の選択理由に関する研究 

まず，農業生産者が契約取引を参加する要因に関する代表的な研究として，郭（2005），

祝・王（2007）は農家を契約取引に参加させる要因を，a.世帯主の属性（教育水準，リ

スクへの態度など），b.農業経営の状況（専業化の程度，商品化率），c.農作物の種類，

d.農産物市場の特性（価格変動の大きさ，販売先市場の場所），e.農家をめぐる環境（交

通状況，政府からのサポート）にまとめるが，農家が企業との契約取引に取り組む動機

についてはまだ検討されていない。 

また，契約農業への加入効果に関する研究では，主に野菜や果物を対象として，契約

には生産農家の所得を増加させる効果があることを明らかにしている。例えば，胡ら

（2006）は山東省のリンゴ農家を対象に，契約農業が栽培技術の向上を通じて農家の所

得を増加させることを実証した。同じ研究対象である蔡（2011）は，青果物加工企業に

加入することで，農家の取引コスト （農業生産資材購入の通信費，輸送費，労働時間コ

スト）が低下し，リンゴ栽培による純所得が増加することを指摘した。また，施ら(2012)

はブロッコリー生産農家を調査し，契約農家は他の農家よりも栽培所得が有意に高いこ

とを明らかにしている。 

一方，韓・千年(2008)は，山東省の 2つの野菜・果樹生産地域の農家経営状況を分析

し，両地域とも契約取引が農家所得の向上に寄与していることを示唆した。また，菅沼

(2008)は，養蚕業の先進地である江蘇省東台市の契約取引システムを取り上げ，その実

態を分析した。地方政府が特定の農村地域を龍頭企業に割り当て，龍頭企業が養蚕農家

に技術指導や各種補助金を提供することで，農家と龍頭企業の両方が長期的な契約関係

を締結し，経営を安定させるメリットがある。 

他方，中国経済産業研究院（2022）によると，中国の食品加工企業の原料量の42.1％

は農家から，32.7％は栽培基地から調達している。栽培基地は食品加工企業にとって原

料調達先として不可欠な地位を占めている。陳ら(2018)は，湖南省の稲栽培基地が龍頭

食品加工企業と契約し，企業からの技術指導や管理支援によって稲の品質と収量が向上

し，栽培基地の原料調達の安定性が確保されたことを明らかにした。 
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上述したように，多くの研究は契約取引のメリットのみを強調しており，龍頭企業に

とっては契約取引が原料の安定供給を保証し，農家にとっては契約取引が高い収入をも

たらすと言える。しかし，全国の企業総数の9割以上，税収総額の5割以上を占める中小

規模加工企業を対象とした研究は行われていない。 
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第 3節 研究課題と研究対象 

 

1 研究課題 

先行文献にける食品加工企業による原料調達の分析では，中小規模食品加工企業を除

外していた。また，原料生産者による原料販売の分析では，農家と中小規模食品加工企

業との関係が考慮されておらず，契約の必要性も不明確であり，この点は課題として残

されている。 

そこで，本論文の課題は，中小規模食品加工企業における原料調達の実態と，原料調

達における契約取引の役割を明らかにすることである。この課題を解明するためには，

以下の論点を検討する。 

第一の論点は，中小規模食品加工企業における販売先，原料調達，契約取引には，ど

のような関係があるのか，その関係は龍頭・大規模加工企業との違うのか，ということ

である。販売先の変化が調達先の変化に影響を与える可能性があることから10，原料調

達について考察する際には，調達先と販売先の両方を分析することが必要である。加え

て，販売先とともに調達先が変化すれば，原料調達の経路，原料の品質，加工企業と原

料調達先との契約関係の有無も変化する可能性がある。 

第二の論点は，加工食品原料生産者の販売行動と中小規模加工企業の原料調達，契約

取引にはどのような関係があるのか，ということである。農業生産者の販売動向は加工

企業の原料調達に影響を与えるから11，原料調達を考察する際には農業生産者の販売行

動を分析する必要がある。 

第三の論点は，原料調達の契約取引の場合，契約動機と契約取引に関する優遇政策に

はどのような関係があるのか，ということである。契約取引を行う動機が異なり，契約

取引から得られるメリットも異なる可能性があるため12，契約取引の動機によって,現在

 

10 施（1998） 

11 祝・王（2007） 

12 王光明ら（2018） 
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の契約取引に関する優遇政策が本当に必要なのかを分析する必要がある。 

 

2 研究対象 

中国国内市場に販売する食品加工企業のうち，契約取引が最も多いのは果物加工企業

である13。その中でも，いちごの加工率は2000年のわずか6.6％から，2019年には18.2％

に増加しており（図0-1），いちごは最も加工率の高い果物として急成長している14。そ

こで本研究では，いちご加工品を製造する中小規模加工企業を分析対象とする。 

 

図0-1 果物食品加工企業の原料種類の変化 

資料：中国国家統計局HP，中国食品工業協会HP，中国观研报告网より作成 

 

調査地域は河北省保定市満城県（図0-2）である15。中国最大のいちご生産地のひとつ

は，北京大都市圏を中心とする華北地区である。河北省统计局(2021)によると，河北省

 

13 中国報告網（2018） 

14 中国国家統計局 HP：https://www.stats.gov.cn/sj/ 

中国食品工業協会 HP：https://www.cnfia.cn/ 

中国观研报告网 HP：https://www.chinabaogao.com/ 
15 中国の行政区分は，上から末端まで，基本的には省級（23 の省，5 つの自治区，4 つの直轄市，

2 つの特別行政区），地市級，県級，郷級という 4 層の行政区のピラミッド構造からなっている。

郷級の下には住民自治の基層組織として，居民委員会（都市部）や村民委員会（農村部）などが

設けられている。 
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は華北地区で最大のいちごの生産と加工を行っている。河北省中部に位置する保定市満

城県は，1953年から中国を代表するいちご生産地で，｢いちごの里｣と称されている。ま

た，図0-3によると，2019年に満城県のいちご収穫量の加工割合は43.1％を占め，中国

におけるいちご加工品製造の主産地でもある16。 

 

図0-2 研究地域 

 

図0-3 満城県のいちご加工率 

資料：中国观研报告网(2019)と满城区人民政府(2020) 

 

  

 

16 河北省满城区人民政府（2020） 

北京
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第 4節  研究方法と本研究の構成 

 

1 研究方法 

本論文では具体的に以下の研究方法で進めた。 

1つ目は，インタビュー調査である。青果物食品加工企業と農業生産者を対象に現地

調査を実施した。青果物食品加工企業の担当者を訪問し，原料調達先，原料調達経路，

原料調達量・単価，加工品販売先，加工品販売経路，加工品販売量・単価，取引方法の

選択理由のような問題についてインタビューした。また，栽培農家や栽培基地を訪問し，

原料の販売量・単価，および販売先と取引方法の選択理由についてインタビューした。 

2つ目は，アンケート調査である。中規模加工企業，小規模加工企業，栽培農家，栽

培基地にアンケート調査票を作成しネットで配布，回収した。調査票の中で，それぞれ

の原料調達経路，調達量・単価，販売経路，販売量・単価，調達先や販売先の選択理由，

取引方法の選択理由などに対する問題を設けた。 

2018年から2023年まで計4回の現地調査，および2021年，2022年に計4回のオンライン

調査に基づいて実証分析を行う。 

 

2 本研究の構成 

本研究は序章と終章を含めて6章から構成されている。 

序 章  本研究の背景と目的，先行研究の整理，課題の設定 

第１章 中国における食品加工企業の変遷と契約取引政策の進展 

第２章 中国における中規模食品加工企業の原料調達の変化とその影響 

－河北省満城県におけるいちごの契約取引の事例から－ 

第３章 中国における小規模食品加工企業の原料調達における契約取引の意義と衰退

メカニズム －河北省満城県におけるいちごの加工企業の事例から－ 

第４章 中国における加工食品原料生産者の販売先と契約の選択要因 

-河北省満城県における加工用いちごの事例から- 
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終 章 本研究の結論と今後の課題  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図0-4 本研究の構成 

 

序章は研究背景を踏まえて研究課題を明らかにし，研究方法を説明した。また，先行

研究を整理し，論文の構成を述べる。 

第1章では，青果物を例として，中国における食品加工企業の原料調達の発展段階を

明らかにし，契約農業に関する政策を整理する。中国の食品加工企業の原料調達は中国

経済体制改革の歴史と関係が深い。中国経済体制改革とともに，市場経済への転換期

（1985年-2000年），改革深化期（2001年-2009年）， 現在（2010年- ）の3つの段階に

分けられている。本章ではそれぞれの段階を詳述する。 

第2章では，第一，三の論点を解明するために，中国河北省満城県の中規模加工企業

の事例として取り上げ，現地調査とアンケート調査に基づいて，調査対象の契約農業の

実態と経済効果を分析し，契約農業が中規模加工企業に与える影響を検討する。 

序章  本研究の背景と目的，先行研究の整理，課題の設定 

第 2章 

中規模加工企業

の原料調達の変

化とその影響 

第 4章 

加工食品原料生産者の

販売先の選択と契約に

影響を与える要因 

第 3章 

小規模食品加工企業の

原料調達の契約取引の

意義と衰退メカニズム 

第１章 中国における食品加工企業の変遷と現状および農業政策の進展 

終章（結論） 
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第3章では，第一，三の論点を解明するために，河北省満城県の小規模食品加工企業

を中心に，原料調達の経路を取り上げる。小規模加工企業における，加工品の販売，原

料調達先の特徴と変化，原料調達の経路を分析する。また，小規模加工企業の原料の調

達先と取引方法の選択理由を考察する。さらに，小規模加工企業にとって契約取引がど

のような意義を持つのか，また優遇政策の有効性についても検討する。 

第4章では，第二の論点を解明するために，河北省満城県の加工食品原料生産者（農

家と栽培基地）を事例として，中小規模加工企業との取引関係を分析し，加工食品原料

生産者が加工企業を選択し，契約取引を行う要因を明らかにする。 

終章では，本論文の研究成果と問題点を検証し，結論を導き出す。 
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第一章 

中国における青果物食品加工企業の変遷と 

契約取引政策の進展 

 

第 1節 はじめに 

 

中国の農業発展において，青果物食品加工企業とその原料調達は重要な位置を占めて

いる17。 

中国の経済改革と開放政策によって，青果物食品加工企業とその原料調達に変革が

もたらされた。さらに，中国の急速な都市化と生活水準の向上により，青果物食品の

消費は多様化し，需要も増加している18。これに対応して，青果物食品加工企業は新製

品や新サービスを開発するとともに，生産技術や品質管理を向上させている19。加え

て，インターネットの普及と電子商取引の急成長により，青果物食品加工産業は伝統

的な市場からネット販売へと拡大しつつある20。 

さらに，農業政策の進展は，中国の青果物食品加工企業の原料調達に大きな影響を与

えている。中国政府は，農村開発，農業近代化，農業契約化を推進するために，農業政

策の改革を実施してきた21。 

そこで本章では，中国における青果物食品加工企業の位置付けと変遷を概観し，原料

調達の変遷と現状，農業政策の展開について検討する。 

  

 

17 梁憬君（2019） 

18 胡ら（2008） 

19 中国機構編制網 HP「1993 年国務院機構改革的情況」  

20 中国報告網 HP 2018 年 11 月 12 日報告「2018 年我国生鲜电商行业发展环境，市场交易规

模及竞争格局分析」 

21 大島（2010） 

javascript:void(0)
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第 2節 青果物食品加工企業の位置付け 

 

表1-1は，中国の工業総生産額，食品工業22総生産額，食品加工業総生産額を示してい

る。まず，食品工業の生産額は，2010年から2017年まで工業総生産額の15％以上を占め，

2018年，2019年は減少しているものの，10％以上を占めている。食品工業は国民経済に

おいて重要な役割を果たしている23。 

また，食品加工業は従来から食品工業の50％以上を占めており，食品加工業が食品工

業で最も重要な役割を果たしていることを示している。 

表1-2によると，中国の食品加工業は，穀物精製・加工業，青果物食品加工業，畜産

食料品加工業，乳製品加工業など16種類に分類される。このうち，青果物食品加工業の

生産額は順調に成長しており，2015年以降25％増を維持している。青果物食品加工業は，

食品加工業の中で最も活力ある経済体である24。 

表1-1 工業・食品工業・食品加工業の総生産額の推移（2010年-2019年） 

 

工業総生産

額(億元) 

①  

食品工業総生

産額(億元) 

②  

工業に占める食

品工業の割合(%) 

②/① 

食品加工業総

生産額(億元) 

③  

食品工業に占

める食品加工

業の割合(%) 

③/② 

2010年 401,512 63,079 15.7 35,953  57.0  

2011年 473,104 78,078 16.5 45,623  58.4  

2012年 519,322 89,551 17.2 52,369  58.5  

2013年 568,845 101,139 17.8 59,497  58.8  

2014年 636,463 108,932 17.1 63,533  58.3  

2015年 676,708 123,020 18.2 67,442  54.8  

2016年 740,060 119,678 16.2 68,952  57.6  

2017年 820,754 114,102 13.9 64,449  56.5  

2018年 900,309 91,943 10.2 47,263  51.4  

2019年 990,865 99,279 10.0 49,639  50.0  

資料：中国食品工業協会（各年），国家データ網HP，国家統計局HPに基づき作成。 

 

22 食品工業には食品加工業，食品製造業，酒・飲料・茶製造業，煙草製造業が含まれる。 

23 中国人民政府（2014） 

24 中国人民政府（2014） 
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表1-2 食品加工業別生産額の伸び率 

単位：％   

 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 

青果物食品加工業 25 26 25 25 25  

精穀・製粉 12 11 10 8 9  

畜産食料品加工業 8 15 6 7 4  

乳製品加工業 11 16 12 10 8  

水産食料品 5 3 4 8 6  

調味料 2 3 4 5 3  

糖類 14 12 9 11 11  

飼料加工業 16 12 12 10 9  

食用油脂加工業 4 5 6 8 7  

その他 3 4 1 2 3  

資料：表1-1と同じ。 

 

また，図1-1によると，近年，青果物食品加工企業の増加ペースは鈍化しているが，

企業数は年々拡大している。 

図1-2は2019年の規模別青果物食品加工企業の構造を示したもので，2019年には大規

模青果物食品加工企業の数が0.3％，中規模青果物食品加工企業の数が2.6％，小規模青

果物食品加工企業の数が97.1％を占め、中小規模青果物食品加工企業の総数は全体の

99.7％を占める。したがって，中小規模青果物食品加工企業は食品加工業で重要な役割

を果たしている。 

 

図1-1 青果物食品加工企業数の推移 

資料：表1-1と同じ。 
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図1-2 規模別青果食品加工企業の割合（2019年） 

資料：農業農村部規划設計研究院（2019）より作成 

 

  

小規模青果物食品加工企業 

67.9 万社 97.1％ 

中規模青果物食品加工企業 

1.8 万社 2.6％ 

大規模青果物食品加工企業 

0.2 万社 0.3％ 
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第 3節 青果物食品加工企業の原料調達の変遷と現状 

 

青果物を例に，中国における原料流通の発展段階を明らかにする必要がある。その段

階は，1985年以降を市場経済への転換期（1985年-2000年），改革深化期（2001年-2009

年），そして現在（2010年- ）の3つに分けられる。 

 

（1）市場経済への転換期(1985年-2000年）:自由調達の増加，契約取引制度の導入 

1984年10月，中国共産党第12期中央委員会第3回全体会議（中国共産党第12期3中全会）

で「経済体制改革についての決定」が公布され，商品経済の発展が正式に提案された。

この決定により，商品経済が経済と企業経営の活性化に貢献すること，社会主義経済に

おいて商品経済の発展が不可欠であることが強調された。これは市場経済の重要な発展

であった。同期間，中国は青果物や水産物の価格と管理を自由化し，豚肉，卵，青果物，

水産物のような商品の買い上げ制度から脱却し，ほぼ自由に販売できるようになった25。 

1990年代後半，中国政府は国内の青果物市場の自由化を推進し，農民が自由に農産物

を市場へ出荷できるようにした。農民は自らの農産物を直接市場に出荷し，同時に卸市

場も参入した26。 

また，この時期の食品加工企業は，より多様な原料調達方法を模索していた。青果物

卸売市場を介さずに民間組織27と協力して農民に直接契約することは多様な原料調達方

法の一つであった28。これにより，食品加工企業が農民との間で価格や品質などについ

ての条件を自由に交渉できるようになり，原料調達方法の模索については改善された29。 

 

25 楊顺江（2004） 

26 俞菊生（2003) 

27 官公庁や国などの行政機関，独立行政法人といった公的な機関に属さずに，営利を目的とし

た経済活動を行う組織である。 
28 契約取引制度とは，農家との取引契約を結び，重要な農産物（米，小麦，トウ モロコシ）に

対しては取引数量，基準品質，価格に関する条件を協定した外，ほかの農産物は価格を自由に決

めることができる。 

29 大島一二（2003） 
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また，「改革開放」政策により，外国との貿易が拡大し，海外からの原料調達が一般

的になったため，中国の食品加工企業は，海外から穀物，青果物，肉類，香辛料など原

料を輸入して製品を生産することができた。特に近隣のアジア諸国やアメリカ，欧州諸

国との貿易が盛んできた30。それらの時期を通して，海外からの技術と知識の導入が進

まれ，中国における青果物食品加工企業は急速に成長し，国内外においての需要に応え

る力は強化した。この時期の食品加工企業数は10,000社を超えた31。 

 

 

 

 

 

 

 

図１－3 市場経済への転換期原料流通の流れ 

資料：楊顺江（2004）と骆玲利（2010）より作成 

 

（2）改革深化期（2001年-2009年）：直営化と海外からの輸入増加 

21世紀に入り，国営青果物市場が段階的に廃止された。2001年以降，青果物食品加工

企業は，農場との直営化，契約制度，保護価格制度の導入により，原料調達の安定化，

コストの削減と品質の確保などメリットがあった32。特に，2001年に中国がWTOに加盟し

たことで，国際的な環境が変化した33。海外企業の進出が加速し，原料の国際的な取引

が一段と発展し，中国の食品加工企業は，より多くの種類の原料を海外から輸入するよ

うになり，食品加工企業の製品も多様化していた34。また，この時期の食品加工企業の

 

30 骆玲利（2010） 

31 中国食品工業協会 HP 

32 楊顺江（2004） 

33 骆玲利（2010） 

34 坂下明彦ら（2002） 
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数は120,000社を超え，市場が大きく拡大した35。 

改革が深化したこの時期の変化は，中国の食品加工業全体に影響を与えた。国内市場

は国際競争に開放され，企業はより効率的で競争力のある経営を追求した。これにより，

中国の食品加工企業は世界市場での地位を向上させ，経済発展に貢献した36。 

 

 

 

 

 

 

 

図１－4 改革深化期原料流通の流れ 

資料：坂下明彦ら（2002）と骆玲利（2010）より作成 

 

（3）現在（2010年- ）：品質管理ための契約取引の増加 

2010年以降中国の青果物食品加工業は品質や安全性に関する問題に直面しており，原

料の調達において品質管理の重要性が高まっている。また，農家の所得向上に貢献する

ため，青果物食品加工企業は，農民との契約取引をしている37。 

中国人の青果物食品の多様化の進展により，青果物食品加工業が大きく発展している。

2019年38まで，食品加工企業の数は700,000社を超えた39。 

 

 

 

 

35 中国食品工業協会 HP 

36 骆玲利（2010） 

37 王文生（2011） 
38 新型コロナウイルスにより，2020 年から数年間は生産量や生産額が大幅に減少した。したが

って，本研究では 2019 年までのデータを参考にする。 

39 中国食品工業協会 HP 
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図１－5 現在原料流通の流れ 

資料：王文生（2011）と中国食品工業協会HPより作成  
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第 4節 青果物食品加工企業に関する契約取引政策の進展 

 

改革開放政策の実施以来，中国経済は大きく発展し，国民所得は向上するなど，生活

水準は向上し，品質と安全性が高い食品へのニーズが高まっている。 

2002年に，政府は「关于发展和规范订单农业的意见」を頒布し，初めて契約農業を提

示し，契約農業の発展と規範化を強調した。この政策により，契約取引の締結や品質管

理，納品に関する規範が確立され，流通経路の改善，企業と農業生産者の公平な契約関

係の確立，農業生産者の権益保護，契約内容の明確化などを指摘した。 

次に，政府は主に財政（税制を含む）政策，農業技術によって，農業生産と農産物の

流通経路を支援している。2010年，政府は契約取引を推進するため，契約農業に対する

優遇政策を実施し始めた。現在までのところ，中国政府の契約取引に対する優遇政策に

は，売上に応じた補助金，税の免除，投資額補助である。 

2010年の「中央第1号文書」である『都市・農村の総合的発展の推進，農業・農村発

展基盤の更なる強化に関する若干意見』では，農家と直接契約した企業や合作社に売上

の5％の補助金が支給された40。 

また，2012年に中国の農業産業化（農産物が生産・加工・流通の一体化）にされ，龍

頭企業41の発展を支援する方針「農業産業化トップ企業の発展支持についての意見」42が

頒布された。その中の一つ方針は，龍頭企業の契約取引を促進することである。龍頭企

業は，農家や合作社と契約取引を平等互恵の基盤の上で締結し，合理的な取引価格を協

議し，契約の最低単価を確定している。また，中国国務院（2011）は食品加工企業が農

家と直接契約をする際の付加価値税の免除制度を導入し，さらに2013年には，中国国務

院（2012）が法人税の免除を実施した。その後，2013年から2015年にかけて，農家と契

 

40 中国国家税務総局（2010） 
41 龍頭企業は，農家が生産する農産物の加工販売など行う企業として，国家レベル，省レベル，

市レベル，それぞれの政府が独自に認証される。 
42 原語「关于支持农业产业化龙头企业发展的意见」 
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約した食品加工企業には設立費，設備費，原料調達費等の投資額の15％の補助が行われ

た。 

その後，2015年に中国は多様な形態の適度な規模の農業経営を支援するため，また農

業発展の転換を促進するための方針「财政部关于支持多种形式适度规模经营促进转变农

业发展方式的意见」を頒布した。その中で，龍頭企業が農家や民間組織との「契約農業」

を推進した。また，契約農業に参加する民間組織に対して，税制優遇や資金支援，技術

支援などの政策が制定された。翌年，食品加工企業に対しては投資額の30％（1000万元

まで），合作社などに対しては投資額の12％（300万元まで）の補助に変更された（中

国国務院2015）。 

2020年に，中国政府が貧困削減を目的として定めた「脱贫攻坚政策」には，農村地域

における農業生産や産業振興などが含まれている（中华人民共和国国务院2020）。その

政策により，貧困地域の発展が促進され，食品加工企業が貧困地域から農産物を調達す

ることが容易になった。さらに翌年，農村地域の供給側改革を推進し，農業の持続的な

発展を促進することを目的としている「关于进一步推进农业供给侧结构性改革的指导意

见」は，農村地域の産業構造の調整，農業現代化の推進，農村地域の公共サービスの充

実などが含まれる。そのうち契約農業は，この政策の一環として，農村地域の産業構造

調整において重要な役割を果たしてきた。 
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第 5節 小括 

 

本章では，中国における青果物食品加工企業の原料調達の契約取引と，契約取引によ

る原料調達の優遇政策について概説した。その中で、中国政府は，青果物食品加工企業

の原料調達を支援するために，金融支援や技術支援などの政策措置を講じている。 

しかしながら，中国には原料調達に関わる課題が残っている。例えば，龍頭企業以外

の企業に対する政策が十分なのか，中小規模食品加工企業の原料契約取引の実態なのか，

などである。残されている課題は，本研究の第2章，第3章，第4章で明らかにする。 
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第二章 

中国果物加工企業の原料調達の変化とその影響 

－河北省満城県におけるいちごの契約取引の事例から－ 

 

第 1節 はじめに 

 

中国政府は全国で農業と企業との間の契約取引を推進し，2010 年代以降，契約取引

を行う企業に補助金や法人税減免などの優遇政策を実施してきた43。こうした契約取引

のメリットは｢農家所得の上昇｣，｢地域農業の振興｣，｢食品加工企業の原料調達安定｣と

され44，取引数も増加している。 

しかし，中国における食品加工企業の原料調達の契約相手は，農民組織の場合と，農

家の場合があり，その増加の傾向は異なっている。例えば，国内市場に販売する食品加

工企業の中で契約取引が最も多い果物加工企業で見ると，農民組織と契約する企業数は

2010年の 923社から 2018 年の 1,246 社に増えているが，農家と直接契約する企業数は

193社から 210社になったにすぎず45，両者はわけて考える必要がある。 

これまでの中国の食品企業の原料の契約取引に関する先行研究としては，青果物の販

売企業を対象としたマイラら(2009)，趙ら(2007)と加工品の輸出企業を対象とした菊池

(2006)，石塚ら(2013)がある。しかしこれらは，いずれも龍頭企業や大規模企業が対象

であるとともに，その契約先は主に広域の農民組織であった。また，品目や輸出先が既

に決まった中で，契約を行っていた。 

しかし，国内市場向け果物加工品販売額の 72％は中規模・小規模企業であり46，その

 
43 農家と直接契約する企業は，「中華人民共和国企業所得税実施例」において，法人税減免を

受けることができる(中国国家税務総局 2010)。 
44「農家所得の上昇」は李（2006）と趙ら(2011）による。「地域農業の振興」は韓ら(2008)，

「食品加工企業の原料調達安定」は楊ら(2005)による。 
45 中国国統調査報告网(2019)より。 
46 食品加工企業の大規模企業の定義は年間売上 4 億元以上で労働者 1,000 人以上，中規模企

業は 2,000 万元～4 億元で 100 人以上，小規模企業は 300 万元以上で 20 人以上である(中国国
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多くは農家との直接契約である。その中で，年間売上 2,000 万元以上 4億元未満の中規

模加工企業の生産額は 63％を占めている。 

そこで，本章ではいちごを加工する中規模企業を対象に，農家との直接契約による原

料調達の変化を明らかにする47。その際，原料調達の変化だけではなく，それに伴う製

造・販売への影響もあると考えられることから，その点についても分析を行う。 

いちごを対象にするのは，その加工割合が急速に高まっているために48，契約による

変化が観察できるからである。そのため，いちごの加工率が最も高い河北省満城県を対

象に49，2018年9月に加工企業と農業局の担当者へ聞き取り調査を行った。 

 

  

 

家統計局 2017)。 
47 2017 年の果物加工企業の中で，龍頭企業，中規模企業，小規模企業の輸出を含めた生産額

の割合はそれぞれ 35％，41％，24％である(中国報告網 2018)。 
48 中国のいちごの加工率は 2013 年の 6.9％から 2018 年の 23.5％に増加している（中国国統

調査報告网 2019)。 
49 2016 年の中国におけるいちご生産量上位 4 省である山東省，江蘇省，遼寧省，河北省の加

工率はそれぞれ約 11％，16％，14％，29％である(中国報告網 2017）。 



27 

第 2節 調査事例の概要 

 

中国におけるいちごの産地は，北京大都市圏を中心とした華北地区である。この地域

は果物加工企業の集積地であるとともに，重要な原料供給地である。その中で，河北省

は華北地区におけるいちごの生産量と加工量で第一位である50。 

本研究の調査地域である河北省の中部に位置する保定市の満城県は，1953 年から中

国を代表するいちごの生産地として，｢いちごの里｣と称されてきた。満城県のいちごの

生産量は 2015 年 6 万 2,000ｔから 2018 年 5 万 6,000ｔに減少する中で，いちごの収穫

量に占める加工量の割合は 2015 年 27％から 2018 年 38％に増加している51。また，県内

果物加工品販売金額に占めるいちご加工品の割合は 2013 年の 41％から 2018 年には

51％となり52，その重要性は増加している。 

満城県の果物加工企業 28 社中上位 4社で，県内の果物加工品総販売金額の約 80％を

占めることから，この 4社を分析することによって，満城県のいちご加工品の生産販売

状況の大部分が説明できる。この 4社は保定市佳益食品有限会社(以下 A社)，保定市傑

達食品有限会社(以下 B社)，河北光宇果物加工食品有限会社(以下 C社)，好嘉缶食品有

限会社(以下 D社)である。 

表 2-1 は各加工企業の概要である。A 社は 2008 年，B 社は 2003 年，C 社は 2005 年，

D 社は 2000 年に創業し，いずれも原料の契約取引を行っている。A 社は設立時から，B

社は 2008 年，C社は 2006 年，D 社は 2003 年に原料の契約取引を開始した。契約農家は

全て同じ県内の農家であり，いちご栽培面積は 0.69ha から 1.15ha と，河北省平均の

0.49ha に比べ大きい。 

A，B，C 社が契約取引を行う理由は，｢原料調達量の安定｣と｢安全性確保｣のためであ

る。一方，D社が契約する主な理由は｢政府補助金｣である。政府は契約取引を行う果物

 
50 河北省農業局(2015)より。 
51 保定市農村農業局(2019)より。 
52 河北省農業局(2019)より。 
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加工企業に投資額の 30％から 1000 万元までを補助する53。A，B，C社も｢政府補助金｣は

考慮したが，いずれも 3位以下であった。 

 

 

 

表 2-1 加工企業の概要と契約理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「佳益食品年鑑」， 「傑達食品有限会社年鑑」， 「河北光宇果物加工食品有限会社年鑑」， 「好嘉缶食品有

限会社年鑑」と聞き取りより作成。 

 

  

 
53 中国国務院(2016)より。 

A社 B社 C社 D社

2008年 2003年 2005年 2000年

500万元 50万元 200万元 100万元

50人 95人 60人 50人

65人 75人 50人 55人

2008年 2008年 2006年 2003年

3,500万元 4,000万元 3,000万元 2,500万元

1,500万元 1,400万元 1,000万元 980万元

30戸 50戸 35戸 38戸

28.1ha 40.8ha 30.4ha 34.2ha

石苺三号 石苺一号 九九 石苺一号

300㎏ 350㎏ 280㎏ 200㎏

(１位) 原料調達安定 原料調達安定 安全性確保 政府補助金

(２位) 安全性確保 安全性確保 原料調達安定 単価低下
契約理由

いちご栽培品種

いちご加工原料量/日

設立年

資本金

正社員

労働者

いちご総契約面積

契約開始年

年間売上（2017年）

いちご加工品
年間売上（2017年）

いちご契約農家数
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第 3 節 加工企業における原料いちごの調達方法 

 

1 契約農家との契約内容 

表 2-2 は，加工企業と農家の契約内容を示している。加工企業はいちごの植付前の 3

月頃に，農家と書面で契約を交わす。契約書には契約面積，量，ビニールハウスなど施

設数，単収，品種，土地の位置を記載する。このようにして加工企業は年間の製造原料

量を把握し，加工計画を立てることができる。契約単位は，A社は量単位の契約である。

B，C，D社は面積単位の契約であり，企業は契約した土地で生産されたいちごをすべて

買い取る。また，A 社は農家に対し 0.2 元/㎏を補助し，B 社と C 社は 1ha 当たり年間

1,199 元，D 社は 1,139 元を補助する。いちごの買取単価は，A，B 社は 3 ヶ月に一回，

C 社は 4 ヶ月に一回，D 社は取引時に決め，単価はその時の市場単価が基準である。ま

た，A社は肥料を無料で，B社は肥料と農薬を半額で，C社は農薬を無料で提供する。加

工企業は契約農家に対して無償で生産マニュアルを配布し，講習会の開催，技術員によ

る直接指導を定期的に行う。 

集荷については，A社は社員が行い，B，C，D社は委託した集荷業者が行う。 

 

表 2-2 企業の契約内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：聞き取り調査により作成 

A社 B社 C社 D社

契約単位 収穫量 栽培面積 栽培面積 栽培面積

補助金
量あたり

（0.2元/㎏）
面積あたり

（1,199元/ha）
面積あたり

（1,199元/ha）
面積あたり

（1,139元/ha）

単価決定時期 ３ヶ月一回 ３ヶ月一回 ４ヶ月一回 取引時

買取単価 市場買取価格+α 市場買取価格+α 市場買取価格+α 市場販売価格

資材 肥料無料 肥料・農薬半額 農薬無料 なし

技術指導 年１回 年２回 年１回 年１回

災害時の減収補償 企業負担５割 企業負担8割 企業負担５割 企業負担なし

契約期間 三年 三年 五年 三年

集荷方法 企業 集荷業者に委託 集荷業者に委託 集荷業者に委託

契約不履行時
の懲罰

あり あり あり なし

無料
（石莓一号）

種苗
（品種）

指定、市場価格
（石莓三号）

指定、市場価格
（石莓一号）

市場価格の５割
（九九）
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2 加工用いちごのサプライチェーン 

図 2-1 は契約前の加工用いちごのサプライチェーンを示した。契約以前の加工企業の

原料の購入元は，産地仲買人が中心であった。農家から企業までの流通日数は約 2週間

である。 

図 2-2 は，契約後のサプライチェーンを示している。加工企業の調達先は全て契約農

家となっている。農家はいちごを直接企業に販売するので，農家から企業までの調達日

数は 1～2日となり，新鮮な原料を確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 契約前の加工用いちごのサプライチェーン 

資料：「河北省農業統計白書｣(2008 年)より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 契約後の加工用いちごのサプライチェーン 

資料：聞き取り調査により作成 
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3 原料調達状況の変化と過不足時の処理方法 

表2-3は，2000から2018年にかけてのいちごの原料単価と原料調達量を示している。

契約後，企業は産地仲買人へ中間マージンを支払う必要がなくなり，原料単価は契約前

と比べ低下した。また，契約前後と比べ原料調達量は増加している。 

 

表 2-3 原料単価と原料調達量の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：表2-2に同じ。 

注：1)[ ]内は企業の契約始年である。網掛は契約後の原料単価である。 

2）原料単価は生産者物価指数で実質化(2010＝100)した。果物の生産者物価指数 

は｢農産物生産価格指数｣による。 

実質生産額＝名目生産額／果物生産者物価指数 

 

先述のように，B，C，D社は面積単位で契約しているため，豊作時には余剰が生じる。

その場合，B 社は余剰原料を全て冷凍保存し，C 社は多くを冷凍保存し，ごく少量を廃

棄する。D社も多くの余剰原料を冷凍保存するが，少量は周辺小売市場で販売する。一

方，不作時には，その冷凍保存分を使用する。また極端に収穫量が少ない時には，他地

域の青果市場からいちごを調達する場合もある。しかし，面積当たりの契約は，原料余

剰となる場合が多い。 

 

  

2000年 2005年 2010年 2015年 2018年

Ａ社
[2008年]

3.4 2.5 3.1

Ｂ社
［2008年]

5.6 3.0 2.8 3.3

Ｃ社
[2006年]

5.3 3.2 2.8 3.6

Ｄ社
［2003年]

11.5 5.6 3.0 2.9 3.4

Ａ社 700 1,250 1,400

Ｂ社 950 1,300 1,500 1,600

C社 500 950 1,100 1,000

Ｄ社 300 350 500 900 950

原料
単価

(元/kg)

原料
調達量

(ｔ)
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第 4 節 加工企業のいちご加工品製造・販売の動向 

 

1 販売地域と加工品目の変化 

先の図 2-1，図 2-2 では，契約取引以前に企業は加工品を周辺の小売市場とスーパー

へ販売していたが，契約後には，A社と D社は加工品の 80％，B社は 70％を全国の大規

模市場やスーパーへ販売し，残りを直売店で販売する。C 社は直売店を持たないので，

全ての加工品をスーパーへ販売している。 

 

表 2-4 いちご加工品販売地域と加工品目の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：表2に同じ 

注：1)販売地域の％は年間販売金額ベース，加工品の％は年間加工量ベースで算出。 

2)*は企業契約前年。A社は設立年である。 

 

表 2-4 は契約前・後の加工品の販売地域と加工品目の変化を示している。契約により

全ての企業の販売地域が小都市から大都市に変化している。契約後，B，C，D社は主に

中国北部の北京市，天津市，内モンゴル省と東三省で販売している。他の企業より設立

が遅い A社は，南部の上海市，広東省と雲南省へ販売している。 

加工品目をみると，契約後は，高い技術を必要としないジュース，ジャムの割合が減

少し，高い技術が必要である砂糖漬け，缶の割合が増加している。特に C社は，ブラン

ド力を持ついちご缶の生産が大きく増加している。しかし，D 社は設備，技術が古く，

ジュース ジャム 砂糖漬け 缶 冷凍品 酒 その他

2008年 石家庄市(50) 北京(30) 保定市(20) 30 35 10 5 10 - 10

2018年 上海市(40) 広東省(30) 雲南省(20) 30 20 25 20 12 - 3

2007年* 保定市(60) 唐山市(30) 北京市(10) 55 23 5 5 5 - 7

2018年 北京市(50) 上海市(20) 東三省(20) 20 18 17 18 10 13 4

2005年* 山西省(30) 保定市(30) 北京市(20) 35 40 - 10 10 - 5

2018年 北京市(50) 山西省(20)
内モンゴル

(20)
10 10 15 40 18 5 2

2002年* 保定市(50) 満城県(45) 30 30 10 - 20 - 10

2018年 天津市(60) 東三省(20)
内モンゴル

(15)
10 20 15 5 40 - 5

いちご加工品目(%)

A社

B社

C社

D社

主な販売地域(%)
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契約後の砂糖漬けと缶の増加は小さい。また，各企業は余剰原料を冷凍保存するので，

冷凍品の割合は上昇している。 

担当者への聞き取りによれば，A，B社は契約により原料が安定的に調達できるように

なったために商品構成を変えたが，C社はブランド缶がすでに有名であり，その原料の

安全性を確保するために契約を行ったという。D社は補助金を得るために農家と契約し，

原料調達量を確保した後に，加工品目が変化した。 

 

2 いちご加工品の販売動向 

表2-5は，いちご加工品の販売単価の変化と示している。最下段の原料重量当たりの

販売単価を見ると，各企業とも契約前と比べて上昇傾向となっている。ただし，技術を

必要としないジャムの販売単価は大きく変化してない。 

高い技術を必要とする砂糖漬けの販売単価は，契約前より約2倍に上昇し，他の品目

より高い。付加価値の高い缶の販売単価も概ね上っている。特に，C社のブランド缶は

認知度を上げ，販売単価は他の企業の約2倍となった。 

しかし，D社は設備，技術が古いままで，契約後のジャムと缶の販売単価は2005年か

ら低下傾向にある。 

なお，余剰いちごの多くは冷凍保存するので，各企業の冷凍品の販売単価は2010年か

ら低下傾向にある。 

このように，契約取引後，各企業の加工品目の販売単価は契約前と比べて概ね上昇し

ているが，企業や品目によっては上昇していない場合もある。 

表2-6はいちご加工品の販売量と販売金額の変化である。契約後，原料調達量・販売

地域が拡大することにより，企業の販売量も増加した。また，単価の上昇と販売量の増

加により，企業の販売金額も大きくに増加している。 
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表2-5 加工品の販売単価の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：表2-2に同じ。 

注：1)加工品単価は中国果物卸売物価指数で実質化(2010＝100)した。果物卸売物価指数は「中国

物価指数百科」による。 実質生産額＝名目生産額／果物卸売物価指数 

2)[ ]内は企業の契約始年である。（ ）内は契約前後の販売単価の変化率である。 

3)網掛は契約後の販売単価である。 

4)｢-｣は加工品生産なし。 

 

2000年 2005年 2010年 2015年 2018年

Ａ社
[2008年]

4.4 6.1 6.9

Ｂ社
[2008年]

3.6
(100)

5.0
(139)

7.5
(208)

7.7
(214)

Ｃ社
[2006年]

3.9
(100)

4.8
(123)

7.3
(187)

7.5
(192)

Ｄ社
[2003年]

3.2
(100%)

3.4
(106)

4.0
(125)

5.7
(178)

6.8
(213)

Ａ社 2.5 2.8 2.8

Ｂ社
2.3

(100)
2.6

(113)
2.9

(126)
3.0

(130)

Ｃ社
1.8

(100)
2.5

(139)
2.9

(161)
2.9

(161)

Ｄ社
1.3

(100)
1.3

(100)
1.3

(100)
1.3

(100)
0.8
(62)

Ａ社 6.9 10.1 10.8

Ｂ社
5.2

(100)
7.5

(144)
11.4
(219)

11.6
(223)

Ｃ社 - 7.1 10.8 12.0

Ｄ社
3.8

(100)
5.9

(155)
6.3

(166)
6.1

(161)
8.0

(211)

Ａ社 3.0 3.5 3.4

Ｂ社
1.5

(100)
1.9

(127)
2.5

(167)
2.9

(193)

Ｃ社
3.0

(100)
3.2

(107)
5.2

(173)
6.8

(227)

Ｄ社 - 2.5 2.4 2.8 2.1

Ａ社 2.1 1.5 1.5

Ｂ社
1.6

(100)
2.0

(125)
1.5
(94)

1.9
(119)

Ｃ社
1.4

(100)
1.9

(136)
1.4

(100)
1.6

(114)

Ｄ社
0.8

(100)
1.6

(200)
2.2

(275)
1.6

(200)
2.1

(263)
Ａ社

[2008年]
0.8 0.8 1.0

Ｂ社
[2008年]

0.4
(100)

0.6
(150)

0.9
(225)

0.8
(200)

Ｃ社
[2006年]

0.7
(100)

0.8
(115)

0.8
(115)

1.1
(157)

Ｄ社
[2003年]

0.3
(100)

0.5
(167)

0.8
(267)

0.8
(267)

0.9
(300)

冷凍品
（100ｇ当たり）

(元)

原料重量当たりの
販売単価

(総売上/原料重量)

(万元/ｔ)

100％ジュース

（100ml当たり）

(元)

100％ジャム

（100g当たり）

(元)

砂糖漬け
（100ｇ当たり）

(元)

缶
（100ｇ当たり）

(元)
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表2-6 いちご加工品販売量と販売金額の変化 

 

 

 

 

 

  

資料：表2-2に同じ。 

注：1)売上は果物卸売物価指数で実質化(2010＝100)した。果物生産物価指数は「中国

物価指数百科」による。 

2)[ ]内は企業の契約始年である。 

3)網掛は契約後の売上である。 

 

  

2000年 2005年 2010年 2015年 2018年
Ａ社

[2008年] 680 1200 1350

Ｂ社
[2008年] 830 1250 1430 1500

Ｃ社
[2006年] 380 740 930 960

Ｄ社
[2003年] 210 260 410 756 720

Ａ社 574 1046 1403

Ｂ社 341 820 1288 1347

Ｃ社 330 721 841 1058

Ｄ社 79 185 405 687 846

販売
金額

(万元)

販売量

(ｔ)
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第 5節 小括 

 

本研究は中国河北省満城県における中規模果物加工企業に焦点を当て，原料調達の変

化およびその影響を検討してきた。 

中規模加工企業では，近隣の農家との契約取引により，原料の調達日数が短縮するこ

とで，新鮮な原料が確保でき，原料単価も低下している。さらに，加工品の販売先の拡

大，加工量と販売金額の増加につながっている。ただし，面積単位で契約する企業は余

剰原料を冷凍保存するので，冷凍品の生産が増え，その販売単価は低下している。 

一方，企業間に相違もある。自社ブランドを持つ企業では，加工品の単価・販売量が

大幅に高まり，また，拡大した販売地域は設立時期によって異なっている。さらに，補

助金を目的に契約する企業では，品目構成が大きく変化しない場合もあった。 

このように，中規模加工企業において農家と直接契約する形の取引は進展していた。

また，品目や販売先が決まっている中で契約を行う龍頭企業や大規模企業と異なり，中

規模企業では契約取引により，加工品目・販売先の拡大にも結びつき大きなメリットが

あった。 

しかし冒頭に述べたように，農家との直接契約する企業数が増えていないのは，数の

上では多数を占める小規模企業にとって，契約のメリットがそれほど大きくないという

可能性がある。この点の実証のためには，小規模加工企業の分析が必要になるが，これ

については今後の課題としたい。 
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第三章 

中国における小規模食品加工企業の原料調達における

契約取引の意義と衰退メカニズム 

－河北省満城県におけるいちごの加工企業の事例から－ 

 

第 1節 はじめに 

 

中国では 2000 年代初頭から，食品加工企業と農業との契約取引を推進するために，

政府や地方自治体が補助金や法人税減免等の優遇政策を実施している54。そのため，全

国で青果物の契約取引が進展し，契約を行う青果物食品加工企業数は 2011 年の 1万 987

社から 2019 年の 2万 1,221 社へと増加している55。 

これまでの研究では，食品加工企業（青果物以外も含む）の契約取引による原料調達

の効果として，原料の品質や安全性の向上56，原料単価の低下57などが示されている。中

国における先行研究もほぼ同様の結論が指摘されている58。しかし，企業の規模に関す

る論点は見落されている。これまでの中国の食品加工企業（青果物以外も含む）の研究

では，規模の違いにより販売先が異なることが指摘されている。例えば，大・中規模食

品加工企業の販売先は輸出や大型小売店が多いため59，効率的かつ安定的に原料を調達

する必要がある。しかし，小規模食品加工企業ではそうした大規模な販売先は少なく60，

販売量や原料の調達量も少ない。また，小規模食品加工企業の加工技術が低いことも指

 

54 中国国家税務総局（2010）,中国国務院（2011,2012,2015） 

55 2011 年に，国家統計局が企業規模の定義を変更したため，企業数のデータは 2011 年以降を示

している（中国国家統計局(2017)。 
56 Glover and Kusterer（1990），Caro et al.（2018），Adabe et al.（2019） 

57 Mwambi et al.（2016） 

58 王ら（2020）,潘ら（2017）,馮・郭（2022）,馮ら（2022） 
59 林・王（2020），周・余（2022），馬・坂井（2021） 
60 唐（2014）,朱（2016） 
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摘されている61。そのため，原料の契約取引から得られる効果も異なる可能性がある。

そのためか，中国で原料の契約を行う青果物食品加工企業数は増加している中で，契約

を行う小規模青果物食品加工企業数は 2000 年の 231 社から 2010 年の 2,214 社に増加

した後，小規模食品加工企業（青果物以外も含む）の定義が拡大したにもかかわらず62，

2019 年には 941 社へ減少している。しかし，これまでの中国の契約取引による原料調

達に関する研究は，大・中規模青果物食品加工企業の分析であり，小規模青果物食品加

工企業の研究は存在しない63。 

2019 年の中国の小規模青果物食品加工企業は 67.9 万社，年間売上額は 7.4 兆元であ

り，これは全青果物食品加工企業数の 97.1%，年間売上額の 46.5％を占める64。小規模

青果物食品加工企業の原料調達量は大きく，契約取引の意義や衰退要因を解明すること

は中国の農業の発展においても重要であると考えられる。そこで本研究の課題は，小規

模青果物食品加工企業（以下「小規模加工企業」と略す）の原料調達における契約取引

の意義と衰退のメカニズムを明らかにすることである。このうち，衰退メカニズムの解

明については，「小規模加工企業にとっての原料の契約取引の価格面でのメリットが小

さくなった」という仮説を設定する。すなわち，小規模加工企業の原料の契約取引は，

以前と比べ，原料の単価が高くなるか，あるいは，原料単価に対して加工品の販売単価

が低くなっていれば，仮説は支持される。この仮説を検証するために，契約の有無と企

業の原料の調達単価や加工品の販売単価，及びこれらに関係する原料調達先，調達方法，

 

61 中国人民政府(2013) 
62 中国观研报告网(2019)によれば，全国の小規模青果物食品加工企業数は 2000年には 4,362社，

2010 年には 10,022 社，2019 年には 67.9 万社である。これは，2011 年からの小規模食品加工企

業（青果物以外も含む）の定義の変更による影響である。2010 年までの小規模青果物食品加工

企業の定義は年間売上 50 万元以下または固定資産 1 千万元以下であったが，2011 年以降は年間

売上 300 万元～2,000 万元かつ労働者 20～99 人に拡大した（中国国家統計局,2017）。そのため，

2010 年と 2019 年では小規模青果物食品加工企業数が急増している。 
63 中国国家統計局(2017)によれば食品加工企業（青果物以外も含む）の規模は大・中・小規模に

分けられる。大規模食品加工企業は年間売上 4 億元以上でかつ労働者 1,000 人以上，中規模食品

加工企業は年間売上 2,000 万元～4 億元でかつ労働者 100～999 人である。大・中・小規模のす

べてが，列挙された指標の下限を同時に満たす必要があり，そうでなければ，下位の類型に分類

される。 
64 中国国家統計局（2019），中経産業研究院（2021） 
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販売先，販売方法について分析を行う。 

対象とするのは，いちご加工品を製造する小規模加工企業である。いちごは腐敗しや

すく，保存条件が厳しいという特性があり，いちごの収穫量に占める食品加工企業のい

ちごの購入量（以下，「加工率」とする）は果実の中で最も高いとされる65。対象地域は，

中国におけるいちごの代表的産地であり，かついちごの加工率が最も高い河北省とする

66。分析対象の小規模加工企業は，生鮮いちごを調達し加工を行う企業である(ただし二

次加工企業を含まない)。2021 年に県内 21 社の小規模加工企業の原料調達担当者や会

計担当者へ，加工品の総販売額・加工量・販売先の変化，原料の単価・調達量・調達先

の変化などに関する調査票を配布し，回答が得られた 17 社にはその後，オンラインで

補足調査を実施した。 

 以下，第 2節では中国における契約取引促進政策と調査事例の概要を述べる。加工品

の販売先の変化が原料調達経路の変化に影響を与えると考えられることから（施,1998），

第 3節ではいちご加工品の販売先の特徴と変化について検討する。次に第 4節では原料

調達経路の特徴と調達方法の変化を分析した後，第 5節をまとめとする。 

 

  

 

65 中国産業調研院（2022） 
66 満城区人民政府（2020） 
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第 2節 中国における契約取引促進政策および調査事例の概要 

 

1 中国における契約取引促進政策 

河北省では，2001 年に原料を契約する食品加工企業に 50 元/ム-（約 746 元/ha）が

支給され，2008 年には 150 元/ム-（約 2,239 元/ha）に拡大された67。しかし，2010 年

に中国政府による新たな契約取引優遇政策が導入され，省独自の政策は廃止された68。 

2010 年からの中国政府の優遇政策は，売上に応じた補助金，税の免除，投資額補助で

あり，これらは現在も継続されている。具体的には，農家と契約した企業や合作社に売

上の 5％の補助金の支給，付加価値税と法人税の免除69，さらに 2016 年には投資補助金

が，設備投資等の 15％から70，30％に拡大された71。省や政府からの補助金の支給要件

は，収穫前に農家と直接契約し，かつ年間契約量が全調達量の 8割以上であることであ

る。 

 

2 満城県におけるいちご生産と加工企業の動向，および小規模加工企業の概要 

中国におけるいちごの一大産地は，北京大都市圏を中心とした華北地区である。同地

区は大都市圏向けの果実加工企業の集積地と原料供給地である。華北地区の中で，河北

省はいちごの生産量と加工量が最も多い72。 

本稿の調査地域である河北省の中部に位置する保定市満城県は，いちごの加工率が

2019 年には 43％を占め，中国のいちご加工品製造の主産地である73。 

満城県内のいちごの加工企業は，2011 年の 19 社から 2020 年には 29 社に拡大した。

その中で，中規模加工企業数は，2011 年の 6社から 2020 年には 8社に増え，そのうち，

契約を行う企業数は 2011 年の 4社から 2020 年には 8社に増加した。一方，小規模加工

 
67 河北省人民政府（2001，2008） 
68 河北省農業庁（2010） 
69 中国国務院（2012） 
70 設備費の補助は，企業設立当初または新規設備購入時にのみ交付される。 
71 中国国務院（2015） 
72 河北省統計局(2021） 
73 河北省統計局(2021） 
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企業数は，2011 年の 13 社から 2020 年には 21 社に増加したが，契約を行う企業数は

2011 年の 11 社から 2020 年には 6 社まで減少している。反対に，契約取引を行わない

小規模加工企業数は 2011 年の 2 社から 2020 年には 15 社に増えている74。この規模別

の動向は冒頭で見た全国の傾向と同様である。なお同県に大規模加工企業は存在しない。 

また，2019 年の満城県におけるいちごの食品加工企業のいちご総調達量は約 5,253ｔ

であり75，そのうち，小規模加工企業のいちごの総調達量は 323ｔである。このうち調

査対象である 17社の総調達量 287ｔは，小規模加工企業全体の約 89％を占める。故に，

この 17 社の分析を行えば，満城県のいちご小規模加工企業の原料調達の動向を把握で

きると考えられる。 

表 3-1 は調査企業 17 社の概要を示している。17社は「契約型」5社，「移行型」6社，

「非契約型」6社に分けられる。契約型は調査時点で，原料を契約取引で調達している

企業である。移行型は，過去に原料の契約取引を行っていたが，調査時には契約取引を

していない企業である。非契約型は，設立から調査時期まで，契約取引を一度も行って

いない企業である。各タイプ別に，平均年間総売上をみると，契約型は 1,123 万元，移

行型は 1,033 万元，非契約型は 972 万元であり,平均労働者数は，契約型 48 人，移行型

46 人，非契約型 37人である。これらの 3つのタイプの企業の規模に大きな差はないと

言える。また，これらの企業はいちごだけではなく，桃やりんご等の加工も行っている。 

 契約開始時期は契約型 5社のうち 2社は 2000 年前後，3社は 2010 年前後である。ま

た，契約型の 5社はすべて満城県の農家と契約取引を行っている。契約取引をする際は，

いちごの植付の 3ヶ月前頃に，契約書に契約量，調達日，買取単価決定方法，品種など

が記載される。買取単価は通常，契約時の市場価格である。さらにこれらの企業は農家

に対して技術指導も提供している。他方，移行型の 6 社のうち 1 社は 2003 年，3 社は

2008 年前後に契約取引を導入したが，農産物のネット取引が急増する 2015 年前後に 4

 
74 満城区人民政府(2020） 
75 河北省統計局(2021） 
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社とも契約を解除している76。移行型の残り 2 社は 2012 年と 2014 年に契約したが，2017

年に解除している。 

 

 

表 3-1 調査事例の基本概要（2019 年） 

注：1)企業は果実と野菜等を加工している。ここは果実のみを表示する。 

  2)割合は年間販売額ベースにより。 

資料：調査票より作成（2019 年分） 

 

 

  

 
76 本稿の分析データは 2015年から 2019 年までであるが，「企業 6」は 2014 年まで契約があった

ため，移行型とした。 

企業1 1958年 1,995 69 桃、いちご、りんごなど 90 35 缶詰、冷凍いちご 2000年～

企業2 2008年 1,400 65 いちご、メロン、葡萄など 100 50 冷凍いちご、ジャム 2008年～

企業3 2003年 1,000 50 いちご、桃、杏 75 38 缶詰、冷凍いちご、ジャム 2010年～

企業4 1998年 320 23 いちご、桃 70 56 冷凍いちご 1998年～

企業5 2007年 900 33 いちご、桃、りんごなど 55 53 冷凍いちご、ジャム 2011年～

平均 1,123 48

企業6 1998年 900 35 桃、柿、いちごなど 100 34 缶詰、冷凍いちご、乾燥いちご 2008年～2014年

企業7 2004年 1,225 65 桃、いちご 56 53 缶詰、冷凍いちご、いちご果汁、乾燥いちご 2014年～2017年

企業8 2012年 1,235 60 梨、りんご、いちごなど 64 38 缶詰、冷凍いちご、ジャム、いちご酢 2006年～2016年

企業9 2004年 385 22 りんご、梨、バナナなど 74 45 缶詰、冷凍いちご、、ジャム、乾燥いちご 2003年～2015年

企業10 2009年 1,652 55 りんご、いちご、ももなど 100 47 缶詰、冷凍いちご、いちご果汁、砂糖漬け 2009年～2016年

企業11 1997年 800 39 いちご、桃 100 20 冷凍いちご、ジャム 2012年～2017年

平均 1,033 46

企業12 2008年 1,050 25 メロン、桃、梨、いちごなど 85 35 冷凍いちご、ジャム、いちご果汁、乾燥いちご、いちご酢 ー

企業13 2004年 1,500 29 もも、杏、いちごなど 65 35 冷凍いちご、乾燥いちご、砂糖漬け ー

企業14 2004年 950 62 ブルーベリー、いちごなど 60 33 缶詰、冷凍いちご、ジャム、いちご果汁 ー

企業15 2003年 430 23 りんご、梨、いちごなど 65 31 冷凍いちご、ジャム、乾燥いちご、砂糖漬け ー

企業16 2011年 900 58 いちご、りんご、梨、桃など 55 39 缶詰、冷凍いちご、いちご果汁 ー

企業17 2002年 1,000 26 もも、梨、いちごなど 69 40 缶詰、冷凍いちご、ジャム、乾燥いちご ー

平均 972 37

移
行
型

非
契
約
型

契約期間
いちご
売上

割合(％)
加工品目設立年 果物品類

果物売上
割合(％)

年間
総売上

（万元）

労働
者数

（人）

契
約
型
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第 3節 小規模加工企業のいちご加工品の販売の特徴と変化 

 

1 いちご加工品販売先の特徴と選択理由 

表 3-2 は小規模加工企業の販売先別の販売額割合の推移を示している。販売先は大型

小売店，小型小売店，小売市場，直売店，二次加工場77，インターネット販売（以下「ネ

ット販売」）である。2015 年には，大部分の加工企業の販売先は二次加工場であり，全

体の 79.5％を占めるが，2019 年には二次加工場が 40.8％に大きく減少し，ネット販売

が 48.1％に急増している。2019 年には契約型は引き続き二次加工場への販売が多いが，

移行型の 78.0％，非契約型の 50.6％がネット販売となっている。 

表 3-3 は小規模加工企業の販売額 1 位の販売先の選択理由を 5 段階で評価したもの

である。契約型は販売量が多いことを理由に，二次加工場を選択している。他方，移行

型と非契約型は販売単価が高いことを理由に，ネット販売が多い。 

 

 

表 3-2 いちご加工品販売先の販売額割合推移 

注：1）「-」は該当内容なし 

  2）割合は，タイプ別に販売先別の販売額を合計した後，タイプ別の総販売額を除した。 

資料：表 3-1 に同じ 

 

 

77 本稿の二次加工場とは，いちご加工品の再加工を行う企業である。例えば，ヨーグルト，ケ

ーキ，お菓子などを製造する。 

2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年

契約型 15.0 6.0 5.9 4.0 － － － － 77.0 78.0 2.0 12.0 100.0 100.0

移行型 3.2 2.7 － 1.5 1.3 2.4 1.5 3.8 87.3 11.5 6.7 78.0 100.0 100.0

非契約型 12.4 13.1 － － 2.2 － － － 73.2 36.3 12.2 50.6 100.0 100.0

合計 10.1 7.0 2.0 1.8 1.1 0.9 0.5 1.4 79.5 40.8 6.8 48.1 100.0 100.0

単位：％

販売先
大型小売店 小型小売店 小売市場 直売店 二次加工場 ネット販売 合計
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表 3-3 いちご加工品販売先の選択理由 

注： 1) 年間総販売額ベースにより上位 1 位の販売先を分析対象になる。 

   2）選択理由の満点は 5 点である。1 点は全く当てはまらない，5 点はとても当てはまる。 

資料：表 3-1 に同じ 

 

2 いちご加工品の販売単価・加工品銘柄の変化 

そこでいちご加工品の販売単価と販売額の変化を示した表 3-4 をみると，2015 年で

は，移行型(当時は契約取引)の加工品は一般品質であり，同じ加工品の販売単価，原料

重量当たりの販売単価のいずれも，高品質加工品を製造する契約型より安い78。そのた

め，移行型の販売先は販売単価が高いネット販売へ転換することになる。 

原料重量当たりの販売単価とその増減率をみると，移行型は 2015 年の 28.1 元/kg か

ら 2019 年には 46.7 元/kg と 66.2％増加しているが，契約型は 2015 年の 44.7 元/kg か

ら 2019 年には 49.2 元/kg と 10.2％の増加にとどまった。しかし，契約型の販売単価は

移行型より依然として高く，契約型がネット販売に移行するまでにはなっていないと考

えられる。 

移行型の担当者によれば79，二次加工場は品質基準が厳しく，高品質ないちご加工品

を求めるが，移行型の加工技術力は低く，加工品の品質が二次加工場の要求を十分満た

すことができないため，二次加工場に販売しても，高値で売ることができない。しかし，

ネットの消費者は，二次加工場ほど高品質を求めないため，移行型は一般品質の加工品

をネットで販売する方が有利ということであった。 

さらに，銘柄数の変化を見ると，契約型も移行型も拡大している。銘柄は加工品の小

 
78 一般品質とは，国の基準を満たす品質であり，一般消費者にとっては一般品質であるが，二次

加工場にとっては低品質である。高品質とは，国の基準を満たすだけでなく，その上で優れた特

性や満足度を持つことである。 
79 企業 8，企業 9，企業 10，企業 11 の担当者から聞き取りを行った。 

選択理由

契約型

移行型

非契約型

二次加工場 2.4 4.6 4.4

販売先(順位1位) 販売単価が高い 販売量が多い 販売量が安定 手続き簡単

3.0

2.9 4.7

ネット販売 4.2 3.9 3.8 4.0

ネット販売 4.9 3.1
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分類で，冷凍いちごのカットなしやダイスカット，無農薬や無添加ジャムなどがある。

2019 年から二次加工場で製造する商品の種類が多様化し80，求める加工品の銘柄数が増

加することから，契約型の銘柄数も増加する。また，移行型に属する企業 8は元々多様

な銘柄を製造しており，ネット消費者の多様なニーズに素早く対応できる。同じ移行型

の企業 6 や企業 10 のような，銘柄が元々少ない企業は，ネット販売に移行後，ネット

消費者のニーズに応えるために銘柄数を増加させている。 

このように，高品質を製造する契約型は単価の高い二次加工場への販売を維持し，銘

柄を増加させている。一方，一般品質を製造する移行型は，販売単価の低い二次加工場

から単価の高いネット販売へ転換することで，銘柄を増加させている。 

 

表 3-4 いちご加工品の販売単価と加工品銘柄の変化 

注：原料重量当たりの販売単価(元/㎏)＝総販売額/原料重量 

資料：表 3-1 に同じ  

 

80 二次加工場はいちご饅頭，いちごピサ，いちご月餅，いちごチーズなどの新商品が開発され

ている。 

2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 増減率 2015年 2019年 増減率

企業1 35.6 41.7 7.3 7.3 69.2 5 7 45.5 52.0 14.3% 198 220 11.1%

企業2 36.2 6.0 7.1 62.0 65.0 4 8 49.6 52.0 4.8% 141 153 8.5%

企業3 39.8 40.6 6.5 7.0 55.5 58.1 4 8 41.8 46.3 10.6% 55 56 0.5%

企業4 35.7 6.0 7.1 56.0 5 6 30.8 35.8 16.2% 20 22 6.4%

企業5 6.7 6.9 59.0 56.5 3 8 38.8 40.0 3.1% 32 36 10.6%

平均 36.8 41.2 6.5 7.1 60.3 59.9 4.2 7.4 44.7 49.2 10.2% 89 97 8.7%

企業6 30.2 48.9 5.9 7.0 39.2 105.5 2 6 31.5 47.3 50.3% 105 124 18.1%

企業7 41.2 5.5 6.8 52.2 62.3 35.2 36.2 3 5 22.9 25.8 12.7% 41 48 16.7%

企業8 26.5 39.1 6.3 7.0 52.4 65.6 65.4 67.5 4 7 38.9 72.8 86.9% 141 169 19.8%

企業9 28.4 40.4 5.8 6.8 48.6 62.0 35.5 3 5 31.2 61.7 98.0% 70 79 13.1%

企業10 37.5 5.6 6.7 56.7 105.5 115.6 2 6 38.1 64.6 69.6% 101 118 17.1%

企業11 5.1 6.6 52.0 55.5 2 3 6.0 7.9 31.9% 6 8 21.1%

平均 28.4 41.4 5.7 6.8 51.0 61.0 52.2 59.5 35.2 37.0 105.5 110.6 65.4 67.5 2.7 5.3 28.1 46.7 66.2% 77 91 17.6%

企業12 5.6 6.7 46.5 48.0 36.1 55.8 3 3 30.0 34.6 15.3% 77 94 22.1%

企業13 6.0 6.8 40.0 39.2 105.0 110.5 3 3 29.6 38.8 31.2% 105 125 18.3%
企業14 23.5 34.4 6.5 7.8 53.7 59.1 48.5 3 4 28.8 28.1 -2.4% 64 70 10.7%
企業15 5.3 6.8 50.2 38.3 98.2 102.3 3 4 33.5 33.2 -1.0% 38 42 10.4%
企業16 20.3 41.3 4.2 10.1 41.1 4 3 59.9 65.9 10.0% 57 67 17.5%
企業17 28.6 41.5 6.4 53.5 49.3 38.6 2 4 41.0 41.2 0.5% 62 68 10.6%

平均 24.1 39.1 5.5 7.4 51.2 51.7 41.9 40.0 38.7 101.6 106.4 55.8 3.0 3.5 33.8 37.7 11.7% 67 78 15.8%

原料重量当たりの
販売単価
（元/kg）

販売額
（万元）

銘柄数の
変化（品）

契
約
型

移
行
型

非
契
約
型

砂糖漬け
(元/㎏)

いちご酢
(約100%)
(元/kg)

加　工　品　　の　販　売　単　価

缶詰
(元/㎏)

冷凍いちご
(元/㎏)

ジャム
(元/㎏)

いちご果汁
(100%)
(元/kg)

乾燥いちご
(元/㎏)
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第 4 節 小規模加工企業の原料調達の特徴と変化 

 

1 原料調達経路 

こうした販売先の変化に対して原料調達にどのような変化があったのだろうか。図3-

1 は 2019 年におけるいちご加工企業の原料の調達経路を示している。原料は農家，栽

培基地，農業合作社，農村委員会，卸売市場，産地仲買人からの調達になる。 

調達先の一つである栽培基地は，各農家の集出荷組織である。各農家は独立した経営

であり，農家は自ら収穫したいちごを栽培基地の名義で共同販売する81。栽培基地は農

家間の収益分配のトラブルを避けるために，買い手のニーズを考慮せずに 1つの品種し

か栽培しない。 

 

 

図 3-1 満城県における 2019 年いちご加工企業の原料調達経路 

注：1）直線：契約取引, 破線：スポット取引 

2）網は一部分の量や面積で契約取引を行う農家 

資料：表 1 に同じ 

 
81 栽培基地の運営方針は農家一戸一票という形で議決する。また，栽培基地の運営費用は，毎年

旧暦の年末に農家から徴収される同額の会費で賄われ，それが翌年度の運営費に充てられる。 

栽培基地
（4組織）

移行型/非契約型

契約型

ネット販売

二次加工場

主な調達先 主な販売先

農業合作社
農村委員会
卸売市場
産地仲買人

加工企業

契約取引を行う農家

契約取引をしない農家
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2015 年当時，全ての栽培基地は主に加工企業との契約取引を行っていたが，現在は

ほとんどの栽培基地が契約を解除している82。栽培基地は注文を受けてから，2，3日後

に加工企業へ運搬する。また，栽培基地はビニールハウス等の施設を使用するため，年

間を通じて同質の原料の提供が可能であるが，一般品質である。さらに，栽培基地は一

般に農業合作社，農村委員会，卸売市場，産地仲買人には販売せず，直接加工企業と取

引する。 

一方，農家は，露地栽培が多く，収穫期間は通常 1～2 ヶ月間と短い。契約取引を行

う農家は約 0.3ha 以上の面積を持つ農家である。これらの農家は，加工企業が指定した

品種や栽培方法に基づいて栽培を行い，高品質な原料を生産する。他方，契約をしない

農家は一般的な品種を栽培し，一般品質の原料を生産するため，市場単価に基づいて農

業合作社，農村委員会，卸売市場，産地仲買人，加工企業と取引を行う。農業合作社や

農村委員会は，農家から原料を購入し，それを加工企業等との契約取引やスポット取引

を通じて販売しているが，その量は少ない。 

 

2 原料調達先の割合と選択理由 

表 3-5 は加工企業の原料の調達先別の割合の推移を示している。2015 年には，契約

型は原料調達量の 44.8％を栽培基地から調達している。契約型の担当者によると83 ，

2015 年時点の契約型の契約取引は補助金を得るためではなく，高品質かつ安定的な原

料を調達するためであり，多くの栽培面積を持っている栽培基地と契約したということ

である。他方，移行型は 2015 年には原料調達量の 65.0％を契約農家から調達している

が，移行型 6社へのヒアリングによれば，全てが補助金を得ることが目的であった。非

契約型は輸送コスト削減のため，調達量の61.7％を周辺の一般農家から調達している。 

 
82 2015 年の当時，栽培基地は加工企業との契約取引を行い，加工企業から技術指導などを受け，

高品質な原料を安定的に販売していた。しかし現在，契約型は原料の品種指定ができない栽培基

地との契約を解除し，移行型は調達量の変更ができるように，栽培基地とスポット取引を行う。

栽培基地は少数の加工企業と契約取引を行う形から，多数の加工企業とスポット取引を行う形

に変化した。 
83 企業 1，企業 3，企業 4，企業 5 の担当者から聞き取りを行った。 
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 2019 年には，契約型は調達量の 82.3％を契約農家から，移行型の 69.7％，非契約型

の 35.9％は栽培基地から調達している。その理由を検討するために，表 3-6 は 2019 年

における調達量１位の調達先の選択理由を 5段階で示している。前述の通り，契約型は

取引先である二次加工場のニーズに対応するために，銘柄数を拡大させているため，異

なる特徴を持つ品種を調達する必要がある84。そのため，契約型は「品種が指定できる」

という理由から農家へ調達先を転換している。栽培基地は原則として 1品種のみを栽培

し，農業合作社，農村委員会，卸売市場，産地仲買人は品種を指定できないため，どち

らも契約型の要求を満たすことはできない。他方，移行型と非契約型の調達先の選択理

由は「量の変更ができる」が最も高い。これは，調達先を農家から栽培基地に変更した

ことと関係している。すなわち，ネット販売で注文が急増した場合，農家は多量の原料

をすぐには用意できないが，生産規模の大きい栽培基地はそれが可能であるためである。

また，ネットの消費者は二次加工場ほど高品質を求めないため，銘柄数が拡大しても多

品種のいちごは必要ない。 

表 3-7 は移行型の契約取引の解除理由を示している。この表によれば，「量の変更が

できない」が契約解除の最も重要な理由である。移行型はネット販売に変更することで，

販売量が不安定になったため，調達量の変更が可能となるように，契約取引を解除した。 

このように，販売先が異なることで，原料調達経路と調達方法に違いがあった。契約 

 

表 3-5 原料調達先別割合の推移 

注：1）「-」は該当内容なし 

  2）割合は，タイプ別に調達先別の調達量を合計した後，タイプ別の総調達量で除した。 

資料：表 3-1 に同じ 

 

84 二次加工場は求める加工品の銘柄を契約型に伝えるだけで，原料の調達方法は，契約型

側が自ら判断する。 

　　

2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年

契約型 33.4 82.3 15.8 8.8 2.5 1.0 44.8 6.8 2.1 1.0 1.5 － 100.0 100.0

移行型 65.0 7.7 16.2 19.1 － 0.7 8.4 69.7 2.3 － 8.1 2.9 100.0 100.0

非契約型 61.7 28.0 21.0 24.6 1.8 0.1 8.6 35.9 0.5 0.4 6.5 10.9 100.0 100.0

合計 53.6 37.7 17.5 17.6 1.4 0.6 20.5 39.2 1.7 0.5 5.4 4.5 100.0 100.0

農家
(%)

農業合作社
(%)

村委員会
(%)

栽培基地
(%)

卸売市場
(%)

産地仲買人
(%)

合計
(%)
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表 3-6 原料調達先の選択理由 

注： 1) 年間調達量上位 1 位の販売先が対象（2019 年）。 

   2）選択理由の満点は 5 点である。1 点は全く当てはまらない，5 点はとても当てはまる。 

資料：表 3-1 に同じ 

 

表 3-7 移行型の契約取引解除の理由 

注：選択理由の満点は 5 点である。1 点は全く当てはまらない，5 点はとても当てはまる。 

資料：表 3-1 に同じ 

 

表 3-8 原料単価の推移 

 

注：網内は移行型契約取引期間内データである。 

資料：表 3-1 に同じ 

 

量の変更
ができない

原料単価
が高い

原料品質
が不安定

単価の変更
ができない

契約コスト
が高い

統一的な
管理が困難

市場から購入
量が足りる

契約補助金
が少ない

移行型 4.5 3.9 3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.2

選択理由
調達先

(順位1位)
量の変更
ができる

単価の変更が
できる

品種が指定
できる

品質確保
調達単価の

低減
食品安全性

確保
地域農業へ
の貢献

原料調達量
安定

原料単価
安定

契約型 農家 2.4 2.4 3.9 3.8 3.4 3.2 3.4 3.2 3.2

移行型 栽培基地 4.8 4.7 3.1 3.8 4.1 3.7 3.4 3.5 2.2

非契約型 栽培基地 4.3 4.1 2.3 3.7 3.8 3.7 3.3 3.2 2.6

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
企業1 7.0 7.1 7.1 7.2 7.3
企業2 7.8 7.8 7.9 8.0 7.8
企業3 8.4 8.3 8.4 8.6 7.1
企業4 7.8 7.8 7.9 8.1 7.9
企業5 7.2 7.2 7.3 7.5 7.9

平均 7.6 7.6 7.7 7.9 7.6
企業6 6.5 6.0 5.8 6.2 6.4
企業7 8.4 8.1 8.3 6.9 5.7
企業8 8.5 8.2 7.4 6.0 5.9
企業9 7.9 7.1 6.5 5.6 5.6
企業10 7.6 7.4 6.9 6.3 6.5
企業11 7.5 7.6 7.5 6.8 7.0
平均 7.7 7.4 7.1 6.3 6.2
企業12 4.2 3.9 4.1 4.3 4.2
企業13 4.4 4.3 4.4 4.3 4.2
企業14 5.6 5.6 5.8 5.2 5.6
企業15 7.5 7.3 7.3 7.5 7.1
企業16 6.7 6.5 6.7 6.5 6.6
企業17 7.2 7.4 7.2 6.8 6.9
平均 5.9 5.8 5.9 5.8 5.8

契
約
型

移
行
型

非
契
約
型

原料単価(元/kg)
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型は二次加工場の商品の種類が増加したことにより，農家から調達し，移行型と非契約

型はネット販売に変更し，不安定な販売に対応するために，栽培基地から調達している。 

 

3 原料単価の変化 

表 3-8 は原料単価の推移を示している。原料単価の推移は，契約型と非契約型はおお

むね横ばいである。契約型は高品質原料を調達するため，契約型の平均単価は非契約型

より高い。他方，移行型の契約取引時の原料単価は，契約型とほぼ同じであるが，契約

取引解除後，移行型の原料調達先を高品質の契約農家から一般品質の栽培基地に変更し

たため，原料単価は低下傾向にある。 
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第 5節 小括 

 

表 3-9 は中国河北省満城県における，小規模加工企業のいちご加工品の販売と原料

調達の特徴と変化のまとめたものである。 

 

表 3-9 小規模加工企業の変化のまとめ 

 

契約型加工企業は加工技術力が高く，主に二次加工場に高品質ないちご加工品を販売

するが，近年，二次加工場の商品の種類が増加するに伴い，銘柄数を拡大させ，主要な

原料調達先を品種が指定できる農家へ転換する傾向にある。そして契約型加工企業が契

約を行う理由は，補助金を目的としているわけではなく，品質の高い原料を安定的に調

達するためである。 

移行型加工企業は加工技術力が低く，主にネットを利用して一般品質のいちご加工品

を販売する。ネットでの販売単価は以前の二次加工場より大幅に増加している。移行型

加工企業は補助金を理由に契約を開始したが，ネットの不安定な販売に対応するために，

契約取引を解除し，調達先は年間を通じて同質の原料を提供できる栽培基地となった。

また，栽培基地の原料は一般品質であるため，調達単価は契約農家の単価より低い。 

このように，技術力の高い加工企業では，契約取引における原料調達単価は従来と変

わらず，二次加工場に販売する加工品の販売単価も大きく変わらないため，「原料の契

約取引の価格面でのメリットが小さくなった」という仮説は当てはまらない。他方，技

術力の低い加工企業にとって，契約取引は，元々価格面でのメリットが小さく，補助金

を得るためである。しかし，これらの企業はより高い価格で販売できるが，販売量が不

安定なネット販売に切り替え，原料の契約取引を解約した。 

2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年 2015年 2019年

契約型 二次加工場 二次加工場 高品質 高品質 高 高 栽培基地 農家 高品質 高品質 高 高 契約取引 契約取引

移行型 二次加工場 ネット 一般品質 一般品質 低 高 農家 栽培基地 高品質 一般品質 高 低 契約取引 スポット取引

非契約型 二次加工場 ネット 一般品質 一般品質 低 低 農家 栽培基地 一般品質 一般品質 低 低 スポット取引 スポット取引

取引方法調達先品質

加工品 原料

単価 単価品質販売先
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以上のように，契約取引の意義は，加工技術力が高く，高品質いちご加工品を二次加

工場に高値で販売する小規模加工企業にとって依然として存在している。他方で，小規

模加工企業の契約取引の衰退メカニズムは，加工技術力が低く品質の劣るいちご加工品

を補助金目当てに契約していた企業が，価格面で有利なネット販売への転換により契約

を解除した動きによるものである。 

冒頭の先行研究において，大・中規模加工企業を対象とした原料の契約取引は，一般

に原料の品質・安全性の向上や単価の低下などのメリットが指摘されたが，小規模加工

企業の場合も，加工技術力の高い企業では，契約取引により高品質原料が得られるとい

ったメリットがある。しかし，加工技術力の低い小規模加工企業にとって，契約取引は，

品質・単価の高い原料に見合った加工品の販売単価を確保できず，十分なメリットが得

られない。このように，中国の契約取引優遇政策は,技術力の高い小規模加工企業には

必要なく，技術力の低い企業には補助金目当ての契約取引数を一時的に増加させただけ

である。 
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第四章 

中国における加工食品原料生産者の販売先 

と契約の選択要因 

-河北省満城県における加工用いちごの事例から- 

 

第 1節 はじめに 

 

第 2章と第 3章から得られた結果によれば，中小規模加工企業では原料の契約取引が

増加し，小規模加工企業では 2011 年以降減少傾向に転換した。また，第 2 章と第 3 章

では，上記のような食品加工企業の規模による契約取引の状況の違いの要因を明らかに

した。しかしながら，こうした異なる状況を解明するためには，食品加工企業側の要因

を分析するだけでなく，原料供給側の要因や特徴も分析する必要がある。 

中国の食品加工企業の原料調達量は，農家が 42.1％，栽培基地が 32.7％，合作社が

11.3％である85。生産者としての農家と栽培基地の合計が全体の約 8 割を占めるため，

本章では農家と栽培基地を分析対象とする。 

これまで，生産者の販売先の選択に関する研究は，リンゴやトマト栽培農家に限定し

ており，他の作物については言及していない。例えば，胡 ・陳ら（2006）は，山東省の

リンゴ栽培農家が龍頭企業を選択した主な理由として，龍頭企業から技術指導や生産資

材の支援を受け，「生産量を拡大できる」ことを挙げている。また，胡・陳ら（2006）の

研究に基づき，祝・王（2007）は新疆のトマト栽培農家が龍頭企業を選択した主な理由

は「生産量を拡大できる」だけでなく，保管リスクを回避し流通コストを削減するため

に，販売先への「販売量の多さ」ことであると指摘している。一方，楊（2011）は，2省

3 県のトマト栽培農家を対象にした調査で，販売先を選択する理由として「代金を迅速

 
85 中经产业研究院（2022）「2022 年中国食品加工行业研究报国」中经报国库. 
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に決済できる」を挙げている。しかし，張・王（2009），周・许 （2011），施・衛ら（2012），

申・李ら(2016)，张 （2018），周・謝ら（2021）は，これまでの研究結果を否定し，青果

農家が龍頭企業を選択する際に，原料の「販売価格が高さ」が最も重要な要因であると

指摘している。これらの先行研究は，農家が販売先として龍頭企業を選択したことを分

析しているが，どのような農家が中小規模加工企業を選択するのかについての先行研究

は存在しない。 

一方，生産者の契約取引先の選択に関する研究では，Miyata et al. (2009)と蔡（2011）

は山東省のリンゴ農家を対象に，農家が龍頭企業と契約する最も重要な理由として，「企

業が契約ルールを遵守できる」ことを挙げている。しかし，同じ山東省のリンゴ農家を

対象とした山田（2013）では，農家が龍頭企業と契約取引を行う最も重要な理由として，

「流通費用の低下，市場価格の変動，売れ残りなどのリスクが回避できる」が挙げられ

ている。同じ分析対象でも研究結果が異なるため，他地域の果物農家が契約取引を選択

する理由を分析する必要がある。 

また，序章で述べたように，陳・王ら(2018)が，湖南省の稲作基地は一般的に契約ル

ールを遵守できる龍頭企業との契約に基づいて取引を行っていると指摘した。しかしな

がら，第 3章の結果よれば，栽培基地は小規模加工企業の最も重要な調達先の一つであ

り，その取引は非契約である。従って，栽培基地における非契約への転換の理由を明ら

かにすることも重要である。これらの先行研究では，生産者が龍頭企業と契約取引する

理由は明らかにされているが，農家や栽培基地が中小規模加工企業と契約取引する選択

について先行研究はない。 

そこで本研究の課題は，加工食品原料生産者が販売先と契約取引を行う要因を明らか

にすることである。この課題を検証するためには，農家や栽培基地が、どのような要因

で販売先を選択し，どのような要因で契約取引するのか，どのような要因で契約取引し

ないのか、を分析する。 

本章の研究対象は，河北省満城県のいちご総生産量の約 7 割を占める宋賈村，孫村，
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南辛庄村である86，87。聞き取り調査は 2023 年 2 月に行われ，対象は各農村委員会から

紹介されたいちご栽培農家である。宋賈村の農家 25 戸と栽培基地 1 ヵ所，孫村の農家

26 戸と栽培基地 2 ヵ所，南辛庄村の農家 24 戸と栽培基地 1 ヵ所である。満城県では，

この 3つの村に 4つのいちご栽培基地がある。 

 

  

 
86 满城区人民政府(2020)『满城农业报告 2020』河大出版社. 
87 満城県統計局（2022）「满城県 2021 年の国民経済と社会発展の統計公報」. 
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第 2節 満城県におけるいちご生産の概要 

 

1 調査地域におけるいちご生産の概要 

いちご栽培は満城県の農業において重要な役割を果たしている。表 4-1 によると，満

城県では主に小麦，トウモロコシ，ほうれん草，白菜，いちご，桃などが栽培されてい

る。満城県の全農作物の栽培面積は 36,159ha で，そのうち果物作物は 8,121ha （全体の

22％を占める）である。また，果物生産量は満城県の全農作物の 56％を占め，果物売上

は満城県の全農作物の 48％を占めている。一方，表 4-2 に示すように，いちごの栽培面

積と生産量はそれぞれが全体の 24％と 14％を占め，その売上は全体の 47％を占めてい

る。 

 

表 4-1 満城県の農業構造（2022 年） 

資料：保定市満城人民政府ホームページ 

 注：（）内％は合計に占める割合 

 

表 4-2 満城県のいちご生産概要（2022 年） 

 栽培面積（ha） 生産量（ｔ） 売上（億元） 加工率（％） 

果物作物 8,121 462,403 12.4 - 

いちご 1,933(24%) 64,021(14%) 5.8(47%) 43.1 

資料：表 4-1 と同じ 

 注：（）内％は果物作物に占める割合 

 

  農産物 栽培面積（ha） 生産量（ｔ） 売上（億元） 

食糧作物 
トウモロコ

シ，小麦など 
24,236(67%) 150,948(19%) 4.9（19%) 

野菜作物 
ほうれん草，

白菜など 
3,374(9%) 192,113(24%) 7.8（30%) 

果物作物 
いちご，もも

など 
8,121(22%) 462,403(56%) 12.4（48%) 

油糧作物 
ラッカセイ，

ダイズなど 
428(1%)  1,466(0.2%) 0.6（2%) 

合計 - 36,159 806,930 25.7 
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表 4-3 は 2022 年の宋賈村，孫村，南辛庄村のいちご生産状況を示した。宋賈村，孫

村，南辛庄村の生産量は満城県の上位 3位であり，3村のいちご生産量の合計は満城県

全体の 65.1％を占めている。原料用いちごの栽培面積の割合は，宋賈村が 58.7％，孫

村が 22.8％，南辛庄村が 45.8％であり，原料用いちご売上の割合は，宋賈村が 64.5％，

孫村が 28.7％，南辛庄村が 48.3％である。 

 

表 4-3 宋賈村，孫村，南辛庄村におけるいちご生産状況（2022 年） 

資料：河北省保定市満城県人民政府ホームページ（2022 年） 

 

2 調査対象の経営状況 

2-1 農家の経営状況 

加工食品原料生産者の販売先の選択と契約に影響を与える要因を明らかにするため，

75 戸農家を販売先別に以下の 3つのグループに分類した。 「中企業向け農家」は主に中

規模加工企業と取引する農家，「小企業向け農家」は主に小規模加工企業と取引する農

家，「非加工企業向け農家」は合作社・中間業者と取引する農家である。 

表 4-4 は調査農家の栽培概要である。すべての農家がいちごのみを栽培している。ま

た，中企業向け農家は 25 戸で，栽培面積は 0.37～2.35ha，いちごの平均栽培品種数は

5.3 である。家庭所得は主にいちご栽培から得ている。小企業向け農家は 6戸で，栽培

面積は 0.23～0.34ha，いちごの平均栽培品種数は 1 品種のみである。いちご栽培所得

は家庭所得の 4割を占めている。これらの農家によると，労働力が少ないため，単一品

種しか栽培していない。非加工企業向け農家は 44 戸で，栽培面積は 0.02～0.14ha であ

る。これらの農家によると，いちご栽培所得は家庭所得の 2割に過ぎないため，農業に

村生産量
（ｔ）

占有率
（％）

村農産
物 (ha)

原料用い
ちご(ha)

占有率
（％）

村農産物
(万元)

原料用
いちご 
(万元)

占有率
（％）

村いちご
栽培(戸)

聞き取り
調査(戸)

宋賈村 17,895 28.0 140.1 82.2 58.7 760 490 64.5 185 25

孫村 14,668 22.9 263.6 60.1 22.8 1,235 355 28.7 93 26

南辛庄村 9,117 14.2 94.5 43.3 45.8 590 285 48.3 49 24

合計 41,680 65.1 498.2 185.6 - 2,585 1,130 - 327 75

栽培面積 売上 農家いちご生産量
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は力を入れておらず，単一品種しか栽培していない。また，農家の契約取引は，中企業

向け農家がすべて契約有り，小企業向け農家の 2戸が契約有り，4戸が契約無し，非加

工企業向け農家はすべて契約無しである。 

以上のように，中企業向け農家は栽培面積が広く，栽培品種も多く，家庭所得に占め

るいちご栽培所得の割合が高く，販売先との契約取引数も多い。しかしなから，小企業

向け農家は，栽培面積が小さいため，中規模加工企業に販売することができない。そこ

で小企業向け農家は、次善の策として小規模加工企業と取引している。 

 

表 4-4 いちご栽培農家の概要 

資料：調査より作成 

注：1)専農：専業農家。第 1 種兼：第 1 種兼業農家。第 2 種兼：第 2 種兼業農家。 

 2)露地栽培を実施する場合，収穫期間は 1～2 ヶ月間と短い。 

 3)施設栽培はビニールハウス等の施設を使用するため，年間を通じて同質の原料の提供が

可能である。  

 

2-2 栽培基地の栽培概要 

満城県の栽培基地は，宋賈村の満城沃土現代農業園（以下「A」と略す），孫村の孫村

草莓栽培基地（以下「B」と略す），宝山草莓基地（以下「C」と略す），南辛庄村の呈祥

草莓基地（以下「D」と略す）である。 

表 4-5 は栽培基地の基本概要を示している。B,C,D はいちごのみを栽培しており，A

はいちご以外にスイカとほうれん草を栽培している。また，すべての栽培基地が単一品

種のみを栽培しており，栽培面積は A が 4.8ha，B が 4.0ha，C が 3.5ha，D が 2.7ha で

ある。これらの栽培基地の農家の平均栽培面積は，それぞれ Aが 0.17ha，B が 0.08ha，

平均面積 最大面積 最小面積 契約有り 契約無し 契約有り 契約無し

2戸 専農 10 15

21戸 第1種兼

2戸 第2種兼

小企業向け農家 6 いちご 46.8 2.3 0.30 0.34 0.23 1.0 6戸 第2種兼 1 4 1

非加工企業向け農家 44 いちご 65.7 1.7 0.11 0.14 0.02 1.0 44戸 第2種兼 44

合計（平均） 75 - (54.2) (2.9) (0.43) - - - 75 - 11 48 16 -

施設栽培戸数 栽培作物
平均年齢

(歳)
労働力
(人)

いちご栽培面積　(ha)

中企業向け農家 25 いちご 35.6 4.8 0.86 2.35 0.37 5.3

いちご
栽培品
種(個)

農家形態
いちご農家の栽培方法と契約有無　（戸）

露地栽培　
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C が 0.14ha，D が 0.16ha であり，上記のように非加工企業向け農家として位置付ける

ことができる。  

一方，栽培基地はビニールハウスを利用することで，年間の収穫回数を増やすことが

できる。すべての栽培基地は，小規模加工企業とは契約無しで取引を行っている。 

栽培基地の経営代表者によると，いちごの品種を一つに栽培したのは，構成農家間の

収益分配のトラブルを回避するため，各構成農家の販売重量に応じて収益を分配するた

めである。 

 

表 4-5 栽培基地の基本概要（2022 年） 

資料：調査と栽培基地年度報告書（2022 年度）より作成 

 

3 調査対象の原料の販売価格 

 表 4-6 は 2022 年の満城県の生産者におけるいちご販売先別の平均販売単価を示して

いる。中小規模加工企業と取引している生産者の販売単価は，2022 年の平均市場価格

をすべて上回っている。また，中小規模加工企業と契約取引を行う生産者の方が，契約

取引を行していない生産者よりも単価が高いことがわかる。 

一方，小規模加工企業（契約無し）と取引している農家や栽培基地の販売単価は 6.3

元/㎏で同額であり，小規模加工企業（契約無し）が設定した価格と考えられる。 

しかしながら，非加工企業向け農家の販売単価は 5.8 元/kg で，平均市場価格よりも

低かった。この低単価の原因は，これらの農家が生産した原料いちごのほとんどが規格

外であったためである。 

総面積
いちご
面積

他の作物面積

A 2010年 16.2 4.8
スイカ(5.9ha)
ほうれん草(5.5ha)

29 0.17 1 133 施設栽培 契約無し 小規模加工企業 9社

B 2012年 4.0 4.0 - 43 0.08 1 87 施設栽培 契約無し 小規模加工企業 6社

C 2008年 3.5 3.5 - 29 0.14 1 97 施設栽培 契約無し 小規模加工企業 11社

D 2013年 2.7 2.7 - 25 0.16 1 82 施設栽培 契約無し 小規模加工企業 6社

栽培方法
2022年

販売先個数
設立年

いちご
売上

(万元）

いちご品
種の数
(個)

いちご農
家数(戸)

取引方法 販売先

栽培面積(ha) 1戸当たり
いちご面
積(ha)
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表 4-6 2022 年満城県の生産者におけるいちご販売先別の平均販売単価 

資料：調査結果より作成 

 注：満城県の原料用いちごに関連する政府部門の担当者によれば，2022 年の原料用いちご平

均市場単価は約 6.2 元/㎏である。 
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第 3節 販売先の選択要因と契約有無の選択要因 

 

 本節では，生産者の主な販売先の選択，あるいは販売先との契約取引の有無について，

要因を 3つと選択し，第 1が 3点，第 2が 2点，第 3 が 1点の 3つの要因を選択し，各

項目の平均値が 3 点に近いほど，その要因が選択において重要であることを示してい

る。 

 

 1 販売先の選択要因 

表 4-7 はいちご農家と栽培基地が主な販売先を選択する要因について示したもので

ある。中企業向け農家，小企業向け農家，栽培基地が販売先を選択する際に最も重視す

る要因は「販売量が多い」である。次いで，中企業向け農家では「価格が高い」，小企

業向け農家と栽培基地では「代金決済が早い」が重視された。非加工企業向け農家が販

売先を選択する際に最も重視したのは「規格外品の販売が可能」であり，2番名に重視

したのは「相手との信頼関係」であった。 

小企業向け農家の 6戸と 4ヵ所の栽培基地の担当者によると，いずれも中規模加工企

業との取引に関心を持っている。しかし，中規模加工企業は，多様な加工品を生産する

ために、多様な原料を調達する必要がある。したがって、上記のように小企業向け農家

と栽培基地は、単一品種の栽培を目的としているため，この要求に応えることができず，

取引ができないのである。 

 

表 4-7 いちご農家と栽培基地の主な販売先としての選択要因 

資料：調査より作成 

注：「規格外品」とは色や形，品質が加工企業などの定める「出荷規格」から外れてしまった

原料のことである。 
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2 契約有無の選択要因 

表 4-8 は販売先との契約取引に至る要因を示したものである。農家が中・小規模加工

企業と契約取引する理由は、 「販売量が安定」が最も多く，次いで「契約ルールを遵守」，

「販売量が多い」となっている。上記の販売先の選択要因でも述べたように，「販売量

が多い」ことが契約取引の前提条件であることは明らかである。また，重要な要因であ

る「販売量が安定」を満たすためには，それを保証する要因として「契約ルールを遵守」

が存在すると考えられる。他方，農家へのヒアリングを行ったところ，契約している小

規模加工企業は、第 3 章の二次加工場に販売する契約型加工企業であることがわかっ

た。 

 

表 4-8 販売先と契約取引する要因 

資料：調査より作成 

 注：小規模加工企業（契約）では，第三章によると，二次加工場に販売している契約型小規模

加工企業である。 

 

一方，表 4-9 は販売先と契約しない要因を示している。農家や栽培基地が販売先と契

約しない主な理由は，販売先側の「契約ルールが遵守の信頼性が低い」と「契約基準が

厳しい」である。 

農家へのヒアリングを行ったところ，契約していない小規模加工企業は、第 3章のネ

ット販売を行う移行型加工企業であることがわかった。小規模加工企業（契約無し）は

ネット販売量が確定していないため，生産者からの調達量も確定しておらず，契約ルー

ルの遵守が困難である。農家や栽培基地は、こうした小規模加工企業との契約取引を行

っていない。また，第 3章によれば，農家も小規模加工企業（契約無し）の調達先であ

るが，調達量全体に占める割合は 7.7％に過ぎず，補足的な調達先と位置付けることが

販売先 販売先
販売量
が安定

契約ルー
ルを遵守

販売量
が多い

価格が安定
品種や栽培方

法の指定
技術指導
があり

企業側から補
助金があり

企業から種
子や農薬や
肥料が安い

規格外品
の販売が

可能

労働力
の提供

中企業向け農家(25戸) 中規模加工企業 1.50 1.38 1.21 0.71 0.50 0.46 0.17 0.08

小企業向け農家(2戸) 小規模加工企業（契約） 2.50 2.00 1.00 0.40 0.10
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できる。 

非加工企業向け農家は，家庭所得の 2割を農業経営から得ているため，栽培面積や調

達の面で，量，品種，品質，外観などの対応基準を満たす栽培には注力していない。そ

のため，非加工企業向け農家は販売先の契約基準を満たすことができず，契約取引を行

っていない。 

 

表 4-9 販売先と契約しない要因 

資料：調査より作成  

 注：小規模加工企業（契約無し）では，第 3 章によると，ネット販売にしている移行型小規

模加工企業である。 
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第 4節 小括 

 

本章は中国河北省満城県の加工食品原料の生産者が販売先選択し，契約取引を選択す

る要因を検討してきた。 

中規模加工企業に販売している農家は，栽培面積が広く，複数の品種を栽培している。

これらの農家は，販売量の安定性を確保するため，中規模加工企業と契約取引を行って

いる。 

小規模加工企業に販売する農家・栽培基地は，実際には中規模加工企業への販売を希

望しているが，単一品種栽培のため，これらの企業の要求に応えることは困難である。

その結果，こうした農家・栽培基地は，小規模加工企業との取引を選択することが多い。

小規模加工企業との取引に関しては，農家・栽培基地は契約有りと契約無しの両方を行

っている。少数の農家は，安定した販売量を確保するために，二次加工場に販売する小

規模加工企業と契約している。多くの農家や栽培基地は，契約取引を希望しているが，

契約ルールが遵守されていないネット販売の小規模加工企業とは契約取引を行ってい

ない。 

図 4-1 販売先と契約の選択要因 

註：直線：契約取引, 破線：スポット取引 

 

 

以上のように，加工食品原料の生産者にとって、販売先と契約の選択には以下のよう

な要因がある。栽培面積の広い農家は、販売量を確保するために中規模加工企業と契約
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している。一部の栽培面積の小さい農家は、販売量を確保するために、二次加工場に販

売している小規模加工企業と契約している。また、他の栽培面積の小さい農家の中には，

ネットに販売する小規模加工企業と契約せずに取引している。しかしながら、栽培面積

が広いにもかかわらず，栽培基地は農家間の収益分配のトラブルを回避するために、単

一品種の契約無しで取引を行っている。 
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終 章 総 括 

 

本論文の各章の構成と内容は以下の通りである。 

序章では，中国の急速な経済成長に伴い，青果物食品加工企業が増加し，原料調達が

重要な経営課題となっていることを明らかにした。従来，食品加工企業は村の委員会や

仲介業者から調達していたが，近年，食品加工企業は高品質な原料を求めて農家との直

接取引を強化している。2010 年代以降，政府の優遇政策により，契約取引が普及し，契

約企業が増加した。しかし，中国政府は契約取引を促進するために優遇政策を実施して

おり，契約取引の総数が増加しているにもかかわらず，中小規模果物食品加工企業の数

は減少している。 

第 1章では，中国における青果物食品加工業が、食品加工業の中で最も活力ある経済

体として位置付けられていることを明らかにした。その上で，改革開放以降の青果物食

品加工企業による原料調達の変遷を明らかにした。改革開放の初期、市場経済への転換

期（1985 年-2000 年）には、青果物食品加工企業の原料調達が自由調達に拡大し，契約

取引制度が導入された。また、改革深化期 （2001 年-2009 年）には、青果物食品加工企

業の原料調達は、直営化と海外からの輸入に拡大した。しかし現在（2010 年- ）、青果

物食品加工企業の原料調達は、品質管理のための契約取引が増加している。 

第 2章では，中国河北省満城県における中規模果物加工企業に焦点を当て，契約取引

の実態，契約取引の前後における加工品の原料調達ルートの変化，契約動機と意義を明

らかにした。加工企業による契約取引の実施により，原料調達日数が短縮され，原料の
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新鮮さが確保され，原料単価も低下したことが明らかになった。そのため，加工品の販

売地域の拡大，加工量，販売金額を増加した。ただし，契約動機によって，加工品の構

成も異なり，補助金を目的に契約する企業の品目構成は大きく変化していない。このよ

うに契約を動機として，加工・販売に拡大志向を持つ中規模加工企業において原料の契

約取引は進展し，それには大きなメリットがあったことを解明した。 

第 3章では，河北省満城県における小規模食品加工企業に焦点を当て，原料調達にお

ける原料の調達先と加工品の販売先の変化，契約取引の動機と意義，契約取引に関する

優遇政策の役割を明らかにした。契約補助金を得るため技術力の低い企業は，販売先が

二次加工工場から，高価格品のネット販売に切り替えたことが明らかになった。これら

の企業は契約を解除してスポット取引を選択し，原料の調達先を安定供給が可能な栽培

基地へ転換した。他方，補助金目的ではなく，加工技術力が高く高品質いちご加工品を，

二次加工場に高値で販売する小規模加工企業にとっては，依然として契約取引の意義が

存在している。また，中国の契約取引優遇政策は,技術力の高い企業には必要なく，技

術力の低い企業には補助金目当てに一時的に契約取引数が増加しただけであった。 

第 4章では，加工原料生産者の視点から，中小規模青果物食品加工企業との契約取引

を行う要因を明らかにした。栽培面積の広い農家は、販売量を確保するために中規模加

工企業と契約している。また、一部の栽培面積の小さい農家は、販売量を確保するため

に二次加工場に販売している小規模加工企業と契約しているが、他の栽培面積の小さい

農家の中には，ネット販売する小規模加工企業と契約なしで取引している。一方、栽培

面積が広いにもかかわらず，栽培基地は農家間の収益分配のトラブルを回避するために、
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単一品種契約無しで取引を行っている。 

以上の分析に基づき，本論文の 3つの論点について検討すると以下のようになる。 

第一の論点は，中小規模食品加工企業における販売先、原料調達、契約取引にはどの

ような関係があるのか，その関係は龍頭・大規模加工企業との違うのか、ということで

ある。 

まず、先行研究において、龍頭・大規模加工企業の原料調達の特徴と契約取引の意義

は、販売先を変えずに、指定品種の原料調達量を安定的に確保するために契約取引を行

うことが一般的であった。しかしながら、中規模加工企業は，農家と契約取引を通じて，

新鮮で安価な原料を調達し，販売先を拡大した。 

また、小規模加工企業では，加工技術力の高い企業は、二次加工場への販売を変えず

に、品種が指定できる農家を契約し、高品質の原料を調達し、高品質の加工品を製造・

販売している。しかし、加工技術力の低い企業は、ネット販売に転換し、不安定なネッ

ト販売に対応するため，契約を解除し、年間を通じて同品質の安価な原料を調達できる

栽培基地から調達している。 

第二の論点は，加工食品原料生産者の販売行動と中小規模加工企業の原料調達、契約

取引にはどのような関係があるのか，ということである。 

栽培面積の広い農家は、販売量を確保するために、中規模加工企業と契約している。

また、一部の栽培面積の小さい農家は、販売量を確保するために、加工技術力の高い小

規模加工企業と契約している。しかしながら、他の栽培面積の小さい農家は，加工技術

力の低い小規模加工企業と契約なしで取引している。一方、栽培基地は農家間の収益分
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配のトラブルを回避するために、契約無しで取引を行っている。 

第三の論点は，原料調達の契約取引の場合，契約動機と契約取引に関する優遇政策に

はどのような関係があるのか，ということである。 

中規模加工企業は，補助金目的ではなく，原料調達量の安定や安全性確保のため、契

約取引を実施している。また、小規模加工企業では，加工技術力の高い企業が，補助金

目的ではなく、品種が指定できるために、契約取引を行う。加工技術力の低い企業は，

補助金目的で契約取引を行っても十分なメリットが得られなくなったため、契約を解除

した。 

つまり，中国の契約取引優遇政策は,中規模加工企業および加工技術力の高い小規模

加工企業には必要なく，加工技術力の低い小規模加工企業には補助金目当ての契約取引

数を一時的に増加させただけである。 

以上のように，中国の中小規模加工企業の原料調達の特徴と契約取引の意義につい

て検討すると、以下のようになる。 

中規模加工企業原料調達の特徴は、農家との契約取引関係を形成した後、新鮮で安

価な原料を調達できることである。また、契約取引の意義は、契約取引を通じて販路

を拡大していることである。また、小規模加工企業のうち、加工技術力の高い企業

は、継続的に高品質いちご加工品を二次加工場に高値で販売している。これらの企業

の原料調達の特徴は、調達先を品種が指定できる農家に転換していることである。ま

た、契約取引の意義は、契約取引を通じて高品質な原料を調達し、高品質な加工品を

製造・販売していることである。これに対し、加工技術力の低い小規模加工企業は、
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品質の劣るいちご加工品を価格面で有利なネット販売に転換した。これらの企業は、

補助金目当ての契約取引による価格面で十分なメリットが得られなくなり、契約取引

の意義がなくなったため解除した。また、原料調達の特徴は、ネットの不安定な販売

に対応するために，調達先は年間を通じて同品質の安価な原料を調達できる栽培基地

に転換していることである。 
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要   旨 

 

中国では国民所得の向上に伴い，青果物加工品の需要が高まり，青果物食品加工企

業の数は増加している。一方，中国政府は契約取引の促進のための優遇政策を実施し

ており，契約取引総数は増加している。しかし，全国の企業総数の 9割以上，税収総

額の 5割以上を占めている中小規模食品加工企業の数は減少している。これまでの食

品加工企業の原料調達と契約取引に関する先行研究は主に龍頭・大規模加工企業につ

いて分析されてきたが，中小規模の企業についての研究は行われていない。そこで，

本論文の課題は，中小規模食品加工企業における原料調達の特徴と契約取引の意義を

明らかにすることである。 

調査地域は河北省保定市満城県である。河北省は中国で最もいちごの加工量が多い

省であり，河北省の中部に位置する保定市の満城県は，中国におけるいちご加工品製

造の主産地である。本論文では，満城県の中小規模青果物食品加工企業を事例とし

て，自治体の統計資料，現地調査とオンライン調査に基づいて実証分析を行う。 

中国の中小規模食品加工企業における原料調達の特徴と契約取引の意義について，

結果をまとめると以下のようになる。 

中規模加工企業原料調達の特徴は，農家との契約取引関係を形成した後，新鮮で安

価な原料を調達できることである。また，契約取引の意義は，契約取引を通じて販路

を拡大していることである。 
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また，小規模加工企業のうち，加工技術力の高い企業は，継続的に高品質いちご加

工品を二次加工場に高値で販売している。これらの企業の原料調達の特徴は，調達先

を品種が指定できる農家に転換していることである。また，契約取引の意義は，契約

取引を通じて高品質な原料を調達し，高品質な加工品を製造・販売していることであ

る。 

これに対し，加工技術力の低い小規模加工企業は，品質の劣るいちご加工品を価格

面で有利なネット販売に転換した。これらの企業は，契約取引による価格面で十分な

メリットが得られなくなり，契約取引の意義がなくなったため解除した。また，原料

調達の特徴は，ネットの不安定な販売に対応するために，調達先は年間を通じて同品

質の安価な原料を調達できる栽培基地に転換していることである。 

他方，原料生産者の販売行動について，結果をまとめると以下のようになる。 

栽培面積の広い農家は，販売量を確保するために，中規模加工企業と契約してい

る。また，一部の栽培面積の小さい農家は，販売量を確保するために，加工技術力の

高い小規模加工企業と契約している。しかしながら，他の栽培面積の小さい農家は，

加工技術力の低い小規模加工企業と契約なしで取引している。他方，栽培基地は栽培

面積が広いにもかかわらず，構成農家への収益分配のトラブルを回避するために，買

い手のニーズに満たすことができず，加工技術力の低い小規模加工企業にのみ販売し

ている。 

先行研究において，龍頭・大規模加工企業の原料調達の特徴と契約取引の意義は，

販売先を変えずに，指定品種の原料調達量を安定的に確保するために契約取引を行う
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ことが一般的であった。また，小規模加工企業の場合も，加工技術力の高い企業で

は，高品質加工品の販売先を変えずに，指定品種を求めるために契約取引を行うとこ

ろがある。しかし，龍頭・大規模加工企業の原料調達の特徴と契約取引の意義とは異

なり，中規模加工企業は契約取引によって，販売先を拡大している。また，加工技術

力の低い小規模加工企業では，より高い価格の販売先に変更した後，契約取引を解除

するところもあることが明らかになった。このように，原料の契約取引は，中規模加

工企業と技術力の高い小規模加工企業には重要であるが，技術力の低い小規模加工企

業には重要ではない。 
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Summary 

 

As national income rises in China, demand for processed fruit and vegetable products is 

increasing, and the number of fruit and vegetable food processing companies is growing. 

Meanwhile, the Chinese government has implemented preferential policies to promote contract 

trading, and the total number of contract transactions is increasing. However, the number of small 

and medium scale food processing companies, which account for more than 90% of the total 

number of companies and more than 50% of the total tax revenue in the country, is decreasing. 

Previous studies on raw material procurement and contract transactions of food processing 

companies have mainly analyzed leading and large-scale processing companies, but no studies 

have been conducted on small and medium scale companies. Therefore, the task of this paper is 

to clarify the characteristics of raw material procurement and the significance of contract 

transactions in small and medium scale food processing companies. 

The study area is Mancheng County, Baoding City, Hebei Province. Hebei is the province with 

the largest amount of strawberries processed in China, and Mancheng County in Baoding City, 

located in the central part of Hebei Province, is the main producer of processed strawberry 

products in China. This paper takes the small and medium scale fruit and vegetable food 

processing companies in Mancheng County as a case study and conducts an empirical analysis 

based on municipal statistics, field survey and online survey. 

The results on the characteristics of raw material procurement and the significance of contract 

transactions in small and medium scale food processing companies in China are summarized as 

follows. 

The feature of raw material procurement for medium scale processing companies is that they 

can procure fresh and cheap raw materials after forming contract trading relationships with 

farmers. Another significance of contract transactions is the expansion of sales channels through 

contract transactions. 

Among the small scale processing companies, those with high processing technology 

continuously sell high-quality processed strawberry products to secondary processing plants at 

high prices. A feature of the raw material procurement of these companies is that they switch their 

suppliers to farmers whose varieties can be specified. Also, the significance of contract 

transactions is that they procure high-quality raw materials and produce and sell high-quality 

processed products through contract transactions. 

In response, small scale processing companies with low processing technology switched to 

online sales of processed strawberry products of inferior quality, which were more advantageous 

in terms of price. These companies terminated the contract transactions because they could no 
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longer obtain sufficient price advantages from the contract transactions and the contract 

transactions were no longer meaningful. Another feature of raw material procurement is that in 

order to cope with the unstable online sales, the suppliers have converted to growing bases that 

can procure cheap raw materials of the same quality throughout the year. 

On the other hand, the results for the sales behavior of raw material producers can be 

summarized as follows.  

Farmers with large acreages contract with medium sized processing companies to secure sales 

volume. Some farmers with small acreage contract with small scale processing companies with 

high processing technology to secure sales volume. However, other farmers with small acreages 

deal without contracts with small scale processing companies with low processing technology. 

On the other hand, despite the large acreage, the growing base is unable to meet the needs of 

buyers and sells only to small scale processing companies with low processing technology in 

order to avoid trouble in profit sharing to the component farmers. 

In the previous study, the characteristics of raw material procurement and the significance of 

contract transactions in leading and large scale processing companies were that contract 

transactions are generally used to secure a stable amount of raw material procurement of 

designated varieties without changing the sales destination. Even in the case of small scale 

processing companies, some companies with high processing technology also engage in contract 

transactions in order to seek designated varieties of high-quality processed products without 

changing their sales outlets. However, unlike the characteristics of raw material procurement and 

the significance of contract transactions for leading and large-scale processing companies, 

medium scale processing companies are expanding their sales outlets through contract 

transactions. It was also revealed that some small scale processing companies with low processing 

technology cancel contract transactions after changing to a higher-priced vendor. Thus, contract 

transactions of raw materials are important for medium scale processing companies and small 

scale processing companies with high technology, but not for small scale processing companies 

with low technology.  
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